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は じ め に 

 
 

介護を必要とする方を社会全体で支える介護保険制度は、 

平成12（2000）年の創設から21年が経過しましたが、

この間、我が国は、かつてない超高齢化社会を迎え、団塊の

世代が75歳以上となる令和７（2025）年、団塊ジュニア

世代が65歳以上となる令和22（2040）年には、さらに超

高齢化社会が到来することにより支援を必要とする高齢者

の増加が予測されます。 

このようなことから、国では、要介護状態となっても可能

な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、住まい・医

療・介護・介護予防・生活支援が一体的に提供される仕組み、いわゆる「地域包括ケ

アシステム」を段階的に構築することとされており、地域共生社会の実現を目指す必

要があるとされております。 

このたび、本市では、これら国の示す趣旨を踏まえ、令和３（2021）年度から令

和５（2023）年度までの３ヶ年を計画期間とする、「三沢市高齢者福祉計画・第８

期三沢市介護保険事業計画」を新たに策定いたしました。 

今後におきましても、団塊の世代をはじめ元気で活動的な高齢者の方々には、地域

を支える重要な担い手として、さらに活躍していただけるよう、各種の支援をして参

りたいと考えております。 

また、計画の推進にあたりましては、市民の皆様、事業者、関係者の皆様のご協力

をいただきながら、本市の実情に即した諸施策を着実に展開することで、第二次三沢

市総合振興計画の基本理念である『未来へつなぐ 心安らぐ 国際文化都市』の実現

に向け、全力で取り組んで参ります。 

市民の皆様には、引き続きご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

最後に、本計画の策定にあたりまして、三沢市介護保険事業運営協議会委員をはじ

め、ご協力とご尽力を賜りました多くの皆様に対し、心から御礼申し上げます。 

 

令和３年３月 

三沢市長  小檜山 吉紀 
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第１章 第８期計画策定の概要 

１ 計画策定の背景 

総人口が減少に転じる中、介護保険制度は、いわゆる団塊の世代全てが75歳以上とな

る令和７（2025）年を見据え、制度の持続可能性を維持しながら、高齢者が可能な限り

住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことを可能としていく

ため、限りある社会資源を効率的かつ効果的に活用しながら、十分な介護サービスの確保

のみに留まらず、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に

確保される体制（以下、「地域包括ケアシステム」という。）を各地域の実情に応じて深化・

推進してきました。 

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成29年

法律第52号）では、地域包括ケアシステムの深化・推進及び介護保険制度の持続可能性

の確保のため、保険者機能の強化等による自立支援・重度化防止に向けた取組の推進、医

療及び介護の連携の推進、地域共生社会の実現に向けた取組の推進、現役世代並みの所得

のある者の利用者負担割合の見直し及び介護納付金における総報酬割の導入等の措置を

講ずることなどの介護保険制度の見直しが行われました。 

令和７（2025）年が近づく中で、さらにその先を展望すると、いわゆる団塊ジュニア

世代が65歳以上となる令和22（2040）年に向け、総人口・現役世代人口が減少する中

で、高齢人口がピークを迎えるとともに、介護ニーズの高い85歳以上人口が急速に増加

することが見込まれます。一方、介護サービス利用者数はピークを過ぎ減少に転じること

が予測されるため、各地域の状況に応じた介護サービス基盤の整備が必要となります。ま

た、ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦のみの世帯、認知症の人の増加も見込まれるなど、

介護サービス需要がさらに増加・多様化することが想定される中で、現役世代人口の減少

が顕著となり、地域の高齢者介護を支える人的基盤の確保が必要となっています。 

 

２ 計画策定の趣旨 

介護保険制度は、地域包括ケアシステムを推進する観点から共生型サービスの創設のほ

か、生活支援や介護予防、認知症施策などの地域づくりに関係する取組を進めてきました。 

今後は、包括的な支援体制の構築等の社会福祉基盤の整備とあわせて介護保険制度に基

づく地域包括ケアシステムの推進や地域づくり等に一体的に取り組むことにより、地域共

生社会の実現を図っていくことが必要となります。 

以上を踏まえ、三沢市（以下、「本市」という。）では、令和７（2025）年及び令和22

（2040）年における目標を示した上で、地域実情に応じた介護給付等対象サービスを提

供する体制の確保及び地域支援事業の実施を計画的に推進する目的により、三沢市高齢者

福祉計画・第８期介護保険事業計画（以下、「第８期計画」という。）を策定しました。  
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３ 計画の性格と法的位置づけ 

高齢者福祉計画（市町村老人福祉計画）は、介護保険事業を含む高齢者福祉事業につい

ての総合的な計画の性格を有し、介護保険事業計画は介護保険事業を適性かつ円滑に推進

していくために策定するものです。そのため、高齢者福祉計画並びに介護保険事業計画は

整合性を保つことから一体的に策定し、平成30（2018）年３月に策定された「第二次三

沢市総合振興計画」を上位計画として、保健・医療・福祉・住居等の全般にわたる高齢者

施策の総合的な計画として定めます。 

また、本計画の法的位置づけは、老人福祉法第20条の８で定められた市町村老人福祉

計画及び介護保険法第117条に定められた市町村介護保険事業計画の規定に基づき策定

します。 

 

４ 他計画との関係 

（１）医療計画との整合性の確保 

平成30（2018）年度以降、第７期計画からは県の介護保険事業支援計画、医療計画

の作成・見直しのサイクルが一致することになります。 

病床の機能分化及びや連携の推進によって、効率的で質の高い医療提供体制の構築と、

在宅医療・介護の充実等を図る地域包括ケアシステムの構築が一体的に行われるよう、

県計画や医療計画との整合性を確保することが必要です。そのため、県や本市の医療・

介護担当者等関係者による協議の場を開催し、より緊密な連携が図られるような体制整

備を図ります。 

（２）関連計画との調和 

第８期計画は、高齢者福祉計画が地域の高齢者を対象とする福祉サービス全般の供給

体制を確保する計画であるため、これと一体のものとして作成しました。 

また、地域において医療・介護に関するサービスを総合的に確保することから、本市

の地域福祉計画、障害福祉計画、食育推進計画、まち・ひと・しごと創生総合戦略など

との整合性も確保し調和を図りました。 
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５ 計画期間 

本計画は、令和７（2025）年までの中長期的な目標を見据えつつ、中間段階となる令

和３（2021）年度から令和５（2023）年度までの３年間を計画期間と定めるものです。 

■ 計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 計画の策定体制 

介護保険事業計画における介護サービス水準等の設定は、介護保険料にも影響を与える

ことになるため、本計画の策定及び変更にあたっては、被保険者等の意見を反映させるた

めの措置を講じることが、介護保険法第117条第８項により義務付けられています。 

そのため、65歳以上の高齢者を対象とした介護予防・日常生活圏域ニーズ調査や在宅

介護実態調査の結果を計画に反映させるとともに、被保険者の代表や医療・福祉などの関

係機関・団体の代表者からなる「三沢市介護保険事業運営協議会」の検討会議の中で意見

や提言等をいただきながら計画の策定を行う体制としています。 

また、地域包括ケアシステム構築に関しては、令和７（2025）年までの計画期間にお

いて深化・推進し、段階的に本市にふさわしいシステムとして充実させていきます。 

  

2015 

 

2025 

 

団塊世代が 
65歳に 

 

団塊世代が 
75歳に 

 

第９期計画 
2024～2026 

第10期計画 
2027～2029 

第６期計画 
2015～2017 

<2025年までの見通し> 

第８期計画 
2021～2023 第７期計画 

2018～2020 
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７ 改正基本指針に基づいた計画改訂ポイント 

第８期計画策定のガイドラインとなる「基本指針」では、社会保障審議会介護保険部会

の「介護保険制度の見直しに関する意見」を踏まえ、以下は計画の記載内容の充実を図る

こととされました。 

 

① 2025・2040年を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備 

➤ 2025・2040年を見据え、地域ごとの推計人口等から導かれる介護需要等を踏まえて 
計画を策定 

② 地域共生社会の実現 

➤ 地域共生社会の実現に向けた考え方や取組を記載 

③ 介護予防、健康づくり施策の充実・推進（地域支援事業等の効果的な実施） 

➤ 一般介護予防事業の推進に関して「PDCAサイクルに沿った推進」、「専門職の関与」、 
「他の事業との連携」を記載 

➤ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について記載 

➤ 自立支援、介護予防・重度化防止に向けた取組の例示として就労的活動等を記載 

➤ 総合事業の対象者や単価の弾力化を踏まえて計画を策定 

➤ 保険者機能強化推進交付金等を活用した施策の充実・推進を記載 
（一般会計による介護予防等に資する独自事業等を記載） 

➤ 在宅医療・介護連携の推進は、看取りや認知症への対応強化等の観点を踏まえて記載 

➤ 要介護（支援）者に対するリハビリテーションの目標は国で示す指標を参考に計画に記載 

➤ PDCAサイクルに沿った推進にあたり、データの利活用を進めることやそのための環境整備
を記載 

④ 有料老人ホームとサービス付き高齢者住宅に係る県・市町村間の情報連携の強化 

➤ 住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況を記載 

➤ 整備に当たっては、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況を勘
案して計画を策定 

⑤ 認知症施策推進大綱を踏まえた認知症施策の推進 

➤ 認知症施策推進大綱に沿って、認知症の人ができる限り地域のよい環境で自分らしく暮ら
し続けることができる社会の実現をめざすため、５つの柱に基づき記載（普及啓発の取組や
チームオレンジの設置及び「通いの場」の拡充等を記載） 

➤ 教育等他の分野との連携に関する事項について記載 

⑥ 地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 

➤ 介護職員に加え、介護分野で働く専門職を含めた介護人材の確保の必要性を記載 

➤ 介護現場における業務仕分けやロボット・ICTの活用、元気高齢者の参入による業務改善 
など、介護現場革新の具体的な方策を記載 

➤ 総合事業等の担い手確保に関する取組の例示としてボランティアポイント制度等を記載 

➤ 要介護認定を行う体制の計画的な整備を行う重要性について記載 

➤ 文書負担軽減に向けた具体的な取組を記載 

⑦ 災害や感染症対策に係る体制整備 

➤ 近年の災害発生状況や、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、これらへの備えの 
重要性を記載 
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第２章 高齢者等の現状と将来推計 

１ 三沢市の概況 

本市は青森県の東南部に位置し、東は太平洋に臨み、西は小川原湖に面した自然豊かな

街です。中心部から高瀬川にかけて平坦地が南北に連なった地勢であり、通称三沢台地と

呼ばれる海岸段丘により形成されています。 

冬は北西から吹く季節風のため晴天の日が多く比較的降雪量は少ないものの、寒さは厳

しくなっています。また、春から夏にかけて「ヤマセ」と呼ばれる偏東風が吹き、海岸地

帯は冷気と濃霧に覆われ、農作物に多大な被害を与えることがあります。 

三沢空港や青い森鉄道三沢駅があるほか、国道１線、主要地方道３線、県道２線が通過

しており、県南の交通拠点となっています。また、平成14（2002）年12月の東北新幹

線・八戸駅開業により、首都圏との交通のさらなる利便性が図られました。 

■ 三沢市の位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

三沢市 小川原湖 青森市 

岩手県 

秋田県 
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２ 日常生活圏域における社会資源 

（１）日常生活圏域の状況 

日常生活圏域は、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続することができるよう、地理

的条件や人口、交通、その他社会条件、施設整備の状況、地域活動の単位等、地域特性

を勘案して設定することとなっています。日常生活圏域ごとに地域密着型サービスの供

給量を設定して計画的に基盤整備を推進するとともに、介護予防に資する取組を推進す

るための拠点整備を行います。 

現在、在宅介護支援センターが市内４か所に指定されており、地域包括支援センター

のブランチ（住民の窓口）として、それぞれの地域に居住する高齢者及びその家族に対

し、在宅介護に関する総合的な支援を行っています。本計画では在宅介護支援センター

ごとに担当地区を設け、ひとつの日常生活圏域として設定しています。 

今後は、地域ケア体制の強化・充実と併せて、日常生活圏域ごとのバランスを考慮し

た基盤整備を推進しながら、地域住民の介護ニーズに適切に対応できる体制づくりを推

進します。 

■ 日常生活圏域の地区割 

 

区分 地域 

北部地区 
（ひばり苑在宅介護支援 
センター） 

南町、美野原、堀口、字堀口、
字南山、字園沢、字中平、字大
津、字上屋敷、字下堀、字水
筒、字淋代平、字向平、字山ノ
神、字横沢、字山下、字浜通、
淋代、細谷、六川目、織笠、塩
釜、砂森、新森、天ケ森、谷地
頭、富崎、越下、八幡 

東部地区 
（三沢介護支援センター） 

桜町、松園町、東町、松原町、
日の出、泉町、深谷、南山、大
津、前平、字前平、字流平、鹿
中、三川目、四川目、五川目、
さつきヶ丘 

西部地区 
（やすらぎ在宅介護支援 
センター） 

中央町、幸町、平畑、緑町、岡
三沢、東岡三沢、下久保、字下
久保、字後久保、字平畑、字上
野、字北山、字下沢、字下野、
字早稲田、字戸崎、根井、朝
日、高野沢、字庭構 

南部地区 
（ニチイケアセンター三沢） 

大町、花園町、栄町、千代田
町、新町、上久保、本町、薬
師、字古間木山、字上久保、駒
沢、字猫又、字堀切沢、古間
木、字古間木、春日台、大字犬
落瀬 
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■ 日常生活圏域別の高齢者の状況 
単位：人 

 北部地区 東部地区 西部地区 南部地区 合計 

65歳～74歳 
（前期高齢者） 

男 590 632 577 566 2,365 

女 604 672 641 591 2,508 

計 1,194 1,304 1,218 1,157 4,873 

75歳以上 
（後期高齢者） 

男 474 453 446 464 1,837 

女 862 832 802 842 3,338 

計 1,336 1,285 1,248 1,306 5,175 

合計 

男 1,064 1,085 1,023 1,030 4,202 

女 1,466 1,504 1,443 1,433 5,846 

計 2,530 2,589 2,466 2,463 10,048 

資料：「ＡＤＷＯＲＬＤ」（令和２（2020）年10月31日現在） 

（２）社会資源の状況 

本市に所在する主な社会資源は、以下のとおりです。 

■ 居宅サービス、施設サービス等事業所の状況 
単位：か所 

居宅サービス 事業所数 

地域包括支援センター 1 

居宅介護支援 7 

訪問介護 6 

訪問入浴介護 2 

訪問看護 7 

訪問リハビリテーション 0 

居宅療養管理指導 1 

通所介護（デイサービス） 5 

通所リハビリテーション（デイケア） 1 

短期入所生活介護 4 

短期入所療養介護 1 

特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム等） 4 

福祉用具貸与 3 

福祉用具販売 3 

施設サービス 事業所数 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 3 

介護老人保健施設（老人保健施設） 1 

介護療養型医療施設（病院） 0 
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■ 日常生活圏域ごとの地域密着型サービス事業所の状況 
単位：か所 

地域密着型サービス 北部地区 東部地区 西部地区 南部地区 合計 

夜間対応型訪問介護 0 0 0 0 0 

認知症対応型通所介護 2 0 0 0 2 

地域密着型通所介護 1 3 2 1 7 

小規模多機能型居宅介護 0 1 2 1 4 

認知症対応型共同生活介護 2 2 0 2 6 

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0 2 1 1 4 

■ その他福祉施設の状況 
単位：か所 

その他福祉施設 事業所数 

在宅介護支援センター 4 

老人福祉センター 1 

いこいの家 1 

いきいきデイセンター 1 

３ 人口の推移と将来推計 

（１）人口の推移 

総人口は、平成27（2015）年以降減少を続け、令和２（2020）年までに1,802人

減少しています。一方、高齢者人口は「65～74歳」「75歳以上」がともに増加傾向に

あるため、令和２（2020）年８月31日現在、高齢化率は26.3％まで上昇しています。

特に、前期高齢者の割合が高くなってきており、後期高齢者と同割合となっています。 

■ 高齢者人口の推移 
単位：人、％ 

区分 
H27年 

（2015年） 
H28年 

（2016年） 
H29年 

（2017年） 
H30年 

（2018年） 
R1年 

（2019年） 
R2年 

（2020年） 

総人口 41,050 40,503 40,166 39,979 39,783 39,248 

40～64歳 
人口 13,793 13,486 13,380 13,234 13,113 12,905 

構成比 33.6 33.3 33.3 33.1 33.0 32.9 

65～74歳 
人口 4,562 4,714 4,839 4,951 4,994 5,151 

構成比 11.1 11.6 12.0 12.4 12.6 13.1 

75歳以上 
人口 4,863 4,955 5,025 5,088 5,174 5,163 

構成比 11.8 12.2 12.5 12.7 13.0 13.2 

高齢者 
人口 9,425 9,669 9,864 10,039 10,168 10,314 

構成比 23.0 23.9 24.6 25.1 25.6 26.3 
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4,562 4,714 4,839 4,951 4,994 5,151 

4,863 4,955 5,025 5,088 5,174 5,163 

9,425 9,669 9,864 10,039 10,168 10,314 

23.0 23.9 24.6 25.1 25.6 26.3 
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資料：【H27（2015）～R元（2019）年】住民基本台帳（各年９月30日現在）、 

【R2（2020）年】住民基本台帳（8月31日現在）  

（２）人口の推計 

平成29（2017）年から令和２（2020）年の住民基本台帳の人口等を基に、コーホ

ート変化率法にて人口推計を行いました。 

総人口は、令和３（2021）年以降も減少傾向にあり、令和７（2025）年には37,475

人、令和22（2040）年には30,970人になると予測されます。高齢者人口は、前期高

齢者が減少する一方、後期高齢者の増加は加速を続け、高齢化率は令和３（2021）年

に26.7％、令和７（2025）年に28.1％、令和22（2040）年には33.2％まで上昇

すると予測されます。 

■ 高齢者の推計人口 
単位：人、％ 

区分 
R3年 

（2021年） 
R4年 

（2022年） 
R5年 

（2023年） 
R7年 

（2025年） 
R22年 

（2040年） 

総人口 38,927 38,581 38,219 37,475 30,970 

40～64歳 
人口 12,832 12,725 12,625 12,446 9,853 

構成比 33.0 33.0 33.0 33.2 31.8 

 65～69歳 人口 2,629 2,554 2,469 2,345 2,369 

 70～74歳 人口 2,627 2,675 2,672 2,578 2,169 

前期高齢者 
人口 5,256 5,229 5,141 4,923 4,538 

構成比 13.5 13.6 13.5 13.1 14.7 

 75～79歳 人口 1,705 1,731 1,818 2,089 1,769 

 80～84歳 人口 1,456 1,510 1,512 1,505 1,556 

 85歳以上 人口 1,962 1,973 2,014 2,004 2,411 

後期高齢者 
人口 5,123 5,214 5,344 5,598 5,736 

構成比 13.2 13.5 14.0 14.9 18.5 

高齢者合計 
人口 10,379 10,443 10,485 10,521 10,274 

構成比 26.7 27.1 27.4 28.1 33.2 

資料：地域包括ケア「見える化」システム将来推計（コーホート変化率法による人口推計）  
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４ 高齢者のいる世帯の状況 

平成27（2015）年以降の高齢者のいる世帯数は年々増加し、令和２（2020）年は

7,610世帯となり、一般世帯の39.1％を占めています。 

また、高齢者のいる世帯のうち、高齢者単身世帯数は年々増え、令和２（2020）年は

3,404世帯と平成27（2015）年の1.2倍となっています。 

■ 高齢者のいる世帯の状況 
単位：人、％ 

区分 
H27年 

（2015年） 
H28年 

（2016年） 
H29年 

（2017年） 
H30年 

（2018年） 
R1年 

（2019年） 
R2年 

（2020年） 

一般世帯数 （Ａ） 18,929 18,942 19,106 19,348 19,487 19,470 

高齢者のいる世帯 （Ｂ） 6,927 7,138 7,296 7,387 7,491 7,610 

 （比率Ｂ/Ａ） 36.6 37.7 38.2 38.2 38.4 39.1 

 
高齢者単身世帯 （Ｃ） 2,798 2,936 3,042 3,186 3,268 3,404 

 （比率Ｃ/Ｂ） 40.4 41.1 41.7 43.1 43.6 44.7 

 
高齢者夫婦世帯 （Ｄ） 1,627 1,682 1,737 1,714 1,735 1,759 

 （比率Ｄ/Ｂ） 23.5 23.6 23.8 23.2 23.2 23.1 

資料：住民基本台帳（各年９月30日現在） 

 

５ 介護保険被保険者の状況 

平成27（2015）年以降、第１号被保険者数は前期高齢者・後期高齢者ともに年々増加

し、令和２（2020）年には889人の増加となっています。 

一方、第２号被保険者数は平成27（2015）年から令和２（2020）年にかけ、888

人減少しています。 

■ 被保険者数の推移 
単位：人 

区分 
H27年 

（2015年） 
H28年 

（2016年） 
H29年 

（2017年） 
H30年 

（2018年） 
R1年 

（2019年） 
R2年 

（2020年） 

第１号被保険者数 9,425 9,669 9,864 10,039 10,168 10,314 

 

65歳～74歳 
（前期高齢者） 

4,562 4,714 4,839 4,951 4,994 5,151 

75歳以上（後期高齢者） 4,863 4,955 5,025 5,088 5,174 5,163 

第２号被保険者数 13,793 13,486 13,380 13,234 13,113 12,905 

合 計 23,218 23,155 23,244 23,273 23,281 23,219 

資料：【H27（2015）～R1（2019）年】住民基本台帳（各年９月30日現在）、 

【R2（2020）年】住民基本台帳（8月31日現在）  

  



第２章 高齢者等の現状と将来推計 

 

15 

第７期計画期間の被保険者数の推移は、以下のとおりです。 

■ 所得段階別被保険者数の推移（第７期） 
単位：人 

所得段階 調整率 
課税状況 

所得状況 
H30年度 
（2018年度） 

R1年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 世帯 本人 

第１段階 
基準額
の45％ 

非
課
税 非

課
税 

生活保護受給者、 

課税年金収入＋合計所得80万円以下 
2,224 2,175 2,329 

第２段階 
基準額
の75％ 

課税年金収入＋合計所得80万円超～

120万円以下 
847 883 895 

第３段階 
基準額
の75％ 

課税年金収入＋合計所得120万円超 657 689 658 

第４段階 
基準額
の90％ 課

税 

課税年金収入＋合計所得が80万円以下 1,421 1,376 1,538 

第５段階 基準額 課税年金収入＋合計所得が80万円超 1,175 1,176 1,260 

第６段階 
基準額
の110％ 

課
税 

本人合計所得が40万円未満 290 285 282 

第７段階 
基準額
の120％ 

本人所得が40万円以上120万円未満 1,205 1,204 1,166 

第８段階 
基準額
の130％ 

本人所得が120万円以上200万円未満 1,214 1,243 1,159 

第９段階 
基準額
の150％ 

本人所得が200万円以上300万円未満 491 548 482 

第10段階 
基準額
の170％ 

本人所得が300万円以上400万円未満 193 251 203 

第11段階 
基準額
の180％ 

本人所得が400万円以上600万円未満 183 190 174 

第12段階 
基準額
の190％ 

本人所得が600万円以上800万円未満 76 68 65 

第13段階 
基準額
の200％ 

本人所得が800万円以上1,000万円未満 41 35 51 

第14段階 
基準額
の210％ 

本人所得が1,000万円以上 104 118 103 

合計 10,121 10,241 10,365 

資料：【H30（2018）年・R１（2019）年】介護保険状況報告、【R2（2020）年】地域包括ケア「見える化」システム 

※H30（2018）年・R１（2019）年は年度末現在、R2（2020）年は９月末現在の被保険者数 

（１）保険料設定 

本市の保険料の設定は、第７期計画より被保険者の負担能力に応じた多段階設定とし

ています。 

市独自の軽減対策として、本人課税で所得額40万円未満の緩和した段階を第８期に

引き続き設ける一方、高所得者層には負担能力に応じたきめ細かい所得段階を設定し、

14段階としました。高所得者層にある程度の負担を求めることで、低所得者層の負担

とのバランスに配慮しています。 
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（２）低所得者対策 

平成30（2018）年度・令和元（2019）年度・令和２（2020）年度は、特に所得

の低い人を対象に標準第１段階の調整率を0.45に軽減していました。 

令和元（2019）年度に消費税が10％に引き上げられたことから、第８期は第1号被

保険者全体の負担割合の増加も考慮して、低所得者対策として住民税非課税世帯の保険

料軽減強化が行われています。 

■ 見直し後の所得段階別被保険者数の推計（第８期） 
単位：人 

所得段階 調整率 
課税状況 

所得状況 
R3年 

（2021年） 
R4年 

（2022年） 
R5年 

（2023年） 世帯 本人 

第１段階 
基準額
の30％ 

非
課
税 非

課
税 

生活保護受給者、 

課税年金収入＋合計所得80万円以下 
2,340  2,355  2,364  

第２段階 
基準額
の50％ 

課税年金収入＋合計所得80万円超～

120万円以下 
930  935  939  

第３段階 
基準額
の70％ 

課税年金収入＋合計所得120万円超 724  728  731  

第４段階 
基準額
の90％ 課

税 

課税年金収入＋合計所得が80万円以下 1,368  1,377  1,383  

第５段階 基準額 課税年金収入＋合計所得が80万円超 1,184  1,190  1,196  

第６段階 
基準額
の110％ 

課
税 

本人合計所得が40万円未満 283  285  286  

第７段階 
基準額
の120％ 

本人所得が40万円以上120万円未満 1,215  1,223  1,228  

第８段階 
基準額
の130％ 

本人所得が120万円以上210万円未満 1,234  1,241  1,246  

第９段階 
基準額
の150％ 

本人所得が210万円以上320万円未満 502  505  507  

第10段階 
基準額
の170％ 

本人所得が320万円以上400万円未満 201  203  203  

第11段階 
基準額
の180％ 

本人所得が400万円以上600万円未満 180  181  182  

第12段階 
基準額
の190％ 

本人所得が600万円以上800万円未満 72  73  73  

第13段階 
基準額
の200％ 

本人所得が800万円以上1,000万円未満 37  37  37  

第14段階 
基準額
の210％ 

本人所得が1,000万円以上 109  110  110  

合計 10,379  10,443  10,485  

資料：地域包括ケア「見える化」システム将来推計 
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６ 要介護認定者の状況と将来推計 

（１）要介護認定者の状況 

第１号被保険者の要支援・要介護認定者数の推移をみると、平成27（2015）年の

1,773人から年々減少し、令和２（2020）年には1,571人となっています。また、認

定率も低下傾向にあり、平成27（2015）年の18.8％から令和２（2020）年には15.2％

となっています。 

要介護度別の構成割合をみると、平成27（2015）年度以降、「要介護２」は全体の

２割前後で推移しています。また、「要介護３」「要介護４」の割合が上昇傾向にあるこ

とから、重度認定者が５割近くを占めています。 

■ 要支援・要介護認定者数の推移（第１号被保険者） 
単位：人、％ 

 
H27年 

（2015年） 
H28年 

（2016年） 
H29年 

（2017年） 
H30年 

（2018年） 
R1年 

（2019年） 
R2年 

（2020年） 

要支援１ 
（構成比） 

121 135 103 108  88  99  

6.8 7.9 6.1 6.5  5.4  6.3  

要支援２ 
（構成比） 

192 172 164 149  136  118  

10.8 10.1 9.7 8.9  8.4  7.5  

要介護１ 
（構成比） 

304 303 314 305  310  284  

17.1 17.8 18.6 18.3  19.2  18.1  

要介護２ 
（構成比） 

347 347 359 350  321  333  

19.6 20.4 21.3 21.0  19.9  21.2  

要介護３ 
（構成比） 

250 224 211 234  239  224  

14.1 13.2 12.5 14.0  14.8  14.3  

要介護４ 
（構成比） 

277 275 274 263  284  287  

15.6 16.2 16.2 15.7  17.6  18.3  

要介護５ 
（構成比） 

282 246 262 261  239  226  

15.9 14.5 15.5 15.6  14.8  14.4  

合 計 
（認定率） 

1,773 1,702 1,687 1,670  1,617  1,571  

18.8 17.6 17.1 16.6  15.9 15.2 

資料：地域包括ケア「見える化」システム 

※Ｈ27（2015）年～R１（2019）年は各年度末、R2（2020）年は９月末現在の人数 
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第２号被保険者の要支援・要介護認定者数の推移は以下のとおりです。 

■ 要支援・要介護認定者数の推移（第２号被保険者） 
単位：人、％ 

 
H27年 

（2015年） 
H28年 

（2016年） 
H29年 

（2017年） 
H30年 

（2018年） 
R1年 

（2019年） 
R2年 

（2020年） 

要支援１ 
（構成比） 

2 5 8 6 7 6 

0.1 0.3 0.5 12.0 14.6 14.3 

要支援２ 
（構成比） 

7 7 5 5 7 3 

0.4 0.4 0.3 10.0 14.6 7.1 

要介護１ 
（構成比） 

9 8 7 6 5 4 

0.5 0.5 0.4 12.0 10.4 9.5 

要介護２ 
（構成比） 

13 13 10 9 7 12 

0.7 0.8 0.6 18.0 14.6 28.6 

要介護３ 
（構成比） 

6 8 8 7 6 5 

0.3 0.5 0.5 14.0 12.5 11.9 

要介護４ 
（構成比） 

9 7 10 9 10 8 

0.5 0.4 0.6 18.0 20.8 19.0 

要介護５ 
（構成比） 

10 11 7 8 6 4 

0.6 0.6 0.4 16.0 12.5 9.5 

合 計 
（認定率） 

56 59 55 50 48 42 

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 

資料：地域包括ケア「見える化」システム 

※Ｈ27（2015）年～R１（2019）年は各年度末、R2（2020）年は９月末現在の人数 

 

第２号被保険者は、老化に起因し発症した16項目の特定疾病に該当する場合であれ

ば介護申請ができます。第２号被保険者の介護申請となった割合が最も高い原因は、脳

血管疾患が74.6％を占めており、次いでパーキンソン病（6.8％）となっています。 

■ 第２号被保険者における介護が必要となった原因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：トリトンモニターシステム（R1（2019）年10月末現在）  
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（２）要介護認定者数の推計 

高齢者人口の増加や過去の要介護認定率の伸び、介護予防の効果などを勘案して推計

した結果、要介護認定者数を次のとおり見込みます。 

■ 要支援・要介護認定者数の推計（第１号被保険者） 
単位：人、％ 

 
R3年 

（2021年） 
R4年 

（2022年） 
R5年 

（2023年） 
R7年 

（2025年） 
R22年 

（2040年） 

要支援１ 
（構成比） 

99 103 104 107 113 

6.1 6.3 6.2 6.2 6.1 

要支援２ 
（構成比） 

119 123 125 126 137 

7.4 7.5 7.4 7.3 7.4 

要介護１ 
（構成比） 

290 294 300 302 327 

18.0 17.9 17.8 17.6 17.6 

要介護２ 
（構成比） 

343 350 359 365 396 

21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 

要介護３ 
（構成比） 

232 236 243 247 272 

14.4 14.3 14.4 14.4 14.6 

要介護４ 
（構成比） 

296 301 308 317 340 

18.4 18.3 18.3 18.5 18.3 

要介護５ 
（構成比） 

233 239 243 251 278 

14.5 14.5 14.4 14.6 14.9 

合 計 
認定率 

1,612 1,646 1,682 1,715 1,863 

15.5 15.8 16.0 16.3 18.1 

■ 要支援・要介護認定者数の推計（第２号被保険者） 
単位：人、％ 

 
R3年 

（2021年） 
R4年 

（2022年） 
R5年 

（2023年） 
R7年 

（2025年） 
R22年 

（2040年） 

要支援１ 
（構成比） 

6 6 6 6 4 

14.3 14.3 14.3 14.3 12.1 

要支援２ 
（構成比） 

3 3 3 3 2 

7.1 7.1 7.1 7.1 6.1 

要介護１ 
（構成比） 

4 4 4 4 4 

9.5 9.5 9.5 9.5 12.1 

要介護２ 
（構成比） 

12 12 12 12 9 

28.6 28.6 28.6 28.6 27.3 

要介護３ 
（構成比） 

5 5 5 5 4 

11.9 11.9 11.9 11.9 12.1 

要介護４ 
（構成比） 

8 8 8 8 6 

19.0 19.0 19.0 19.0 18.2 

要介護５ 
（構成比） 

4 4 4 4 4 

9.5 9.5 9.5 9.5 12.1 

合 計 
認定率 

42 42 42 42 33 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

資料：地域包括ケア「見える化」システム将来推計 
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222 192 172 146 141 123 

288 304 303 320 321 291 

362 347 347 361 333 327 

247 250 224 208 243 
231 

265 277 275 

295 267 284 

292 282 246 258 247 
224 
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0
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2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３

要介護４ 要介護５ 十和田市 黒石市 おいらせ町

東北町 六戸町 青森県 全国

７ 介護給付実績データの分析結果 

地域包括ケア「見える化」システムを活用し、取得データから三沢市の地域分析を行い、

その結果を以下に記載しました。 

○認定者数は平成27（2015）年の1,787人から年々減少し、令和２（2020）年に

は1,582人となっています。同様に認定率も平成27（2015）年の19.2％から年々

低くなり、2020年には15.4％と3.8
ポイ

ント低くなっています。また、青森県、近隣・同規

模自治体でも減少傾向にあります。 

高齢者は増えているものの、認定者・率ともに減少していることから介護予防事業の

効果があると考えられます。今後も「通所リハビリ」サービス等の推進を図り、重度

化防止に向けた対策を実施する必要があります。 

■ 要支援・要介護認定者数の推移に関する比較（H27～R2(2015～2020)年各年３月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（R1、R2(2019、2020)年のみ「介護保険事状況報告」月報） 

■ 要支援・要介護認定率の推移に関する比較（H27～R2(2015～2020)年各年３月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（R1、R2(2019、2020)年のみ「介護保険事状況報告」月報）  

（人） 
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施設サービス受給率 居住系サービス受給率 在宅サービス受給率

○介護給付受給率は、令和２（2020）年（令和２(2020)年３月サービス提供分）は

13.8％となり、全国（14.0％）、青森県（14.6％）よりも低く、近隣・同規模自治

体のなかでは、東北町（17.7％）、十和田市（15.1％）に次いで高い割合となってい

ます。 

■ サービス系列別受給率に関する比較（R2(2020)年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報（2020年/3月サービス提供分） 

 

○受給者１人あたり給付月額は、令和２（2020）年には158,752円となり、平成27

（2015）年年からみると増加傾向にあります。また、全国（130,520円）、青森県

（145,734円）よりも高くなり、近隣・同規模自治体のなかでは、六戸町（172,188

円）に次いで高くなっています。 

■ 受給者１人あたり給付月額の推移 

単位：円 

 
H27年 

（2015年） 
H28年 

（2016年） 
H29年 

（2017年） 
H30年 

（2018年） 
R1年 

（2019年） 
R2年 

（2020年） 

三沢市 140,680 140,472 147,606 149,834 154,702 158,752 

十和田市 131,178 132,183 139,084 143,931 145,889 149,538 

黒石市 124,211 125,139 134,959 138,810 136,940 136,517 

おいらせ町 129,451 128,677 132,637 140,313 150,068 154,568 

東北町 144,916 142,818 152,781 157,363 159,295 158,181 

六戸町 146,552 145,155 151,390 156,590 162,850 172,188 

青森県 123,485 124,747 134,149 140,710 142,894 145,734 

全 国 116,178 117,649 125,301 128,185 128,900 130,520 

（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（R1、R2(2019、2020)年度のみ「介護保険事業状況報告」月報） 

（R1(2019)年はR2(2020)年/2月サービス提供分まで、R2(2020)年はR2(2020)年/3月サービス提供分） 
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○青森県を起点とした第１号被保険者１人あたり給付月額の分布をみると、在宅サービ

スは全国より高く、青森県よりやや低くなり、施設・居住系サービスは全国、青森県

より高い位置に分布しています。 

■ 第１号被保険者１人あたり給付月額 

（在宅サービス、施設・居住系サービス）に関する分布（R2(2020)年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報（R2020年/3月サービス提供分） 

 

○第７期計画における第１号保険料基準額は6,700円となり、全国（5,784円）より

916円、青森県（6,627円）より73円高くなり、青森県内40自治体のうち16番目

に高い自治体となっています。 

■ 第７期計画における第１号保険料基準額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報 

【保険料基準額】介護保険事業計画に係る保険者からの報告値 
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テ
ー
シ
ョ
ン

居
宅
療
養
管
理
指
導

通
所
介
護

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

短
期
入
所
生
活
介
護

短
期
入
所
療
養
介
護

福
祉
用
具
貸
与

特
定
福
祉
用
具
販
売

住
宅
改
修

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

介
護
予
防
支
援
・
居
宅
介
護
支
援

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

地
域
密
着
型
通
所
介
護

三沢市 青森県 全国

○介護サービス種類別の第１号被保険者1人あたり給付月額は、「地域密着型介護老人

福祉施設」の施設サービス、「訪問看護」「通所介護」「通所リハビリテーション」「認

知症対応型通所介護」「小規模多機能型居宅介護」の在宅サービス、「特定施設入居者

生活介護」の居住系サービスでは、全国や青森県より高い状況です。 

■ 第１号被保険者１人あたり給付月額（サービス種類別）に関する比較（R2(2020)年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報（R2(2020)年はR2(2020)年/3月サービス提供分まで） 

  

（円） 
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-1.0 
-0.7 

0.1 

1.7 

-0.8 
-0.4 

0.8 

0.4 

1.3 

0.4 0.3 

-1.8 

-2.7 

1.6 

0.4 
0.6 

0.3 

-1.3 

0.3 

0.8 

-3.0

-2.0

-1.0

市平均値

1.0

2.0

3.0
北圏域 東圏域 西圏域 南圏域

元気高齢者 旧一次予防事業対象者 介護予防事業対象者

生活支援事業対象者 認知機能レベルⅠ・Ⅱ該当者

８ 調査結果から見えた高齢者の現状 

（１）５つの高齢者像別出現率 

○一般高齢者における５つの高齢者像別出現率をみると、市全域は元気高齢者が4.0％、

旧一次予防事業対象者が24.3％となっています。要援護者は、介護予防事業対象者

が69.2％、生活支援事業対象者が48.3％、認知機能レベルⅠ・Ⅱ該当者が19.7％と

なっています。 

○地域差をみると、元気高齢者・旧一次予防事業対象者は「北圏域」「東圏域」で市平均

値より低くなっています。 

○要援護者では、「西圏域」が介護予防事業対象者、生活支援事業対象者、認知機能レ

ベルⅠ・Ⅱ該当者いずれも市平均値を上回っています。 

■ ５つの高齢者像別出現率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ５つの高齢者像別出現率の地域差 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※市全域の出現率を市平均値（0.0）とします。 

  

（ﾎﾟｲﾝﾄ） 

元気高齢者
旧一次予防事業

対象者

介護予防事業

対象者

生活支援事業

対象者

認知機能レベル

Ⅰ・Ⅱ該当者

市全域 4.0 24.3 69.2 48.3 19.7

北圏域 3.0 23.5 70.5 45.6 20.0

東圏域 3.3 23.9 69.6 49.9 18.4

西圏域 4.1 25.1 69.5 48.7 20.0

南圏域 5.7 24.7 67.4 48.9 20.5

0%

25%

50%

75%

100%
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大変

苦しい

7.7%

やや苦しい

24.9%

ふつう

57.7%

ややゆとりが

ある

5.5%

大変ゆとりが

ある

0.9%

無回答

3.3%

全体 n=1,738

（２）リスクに該当する高齢者の状況 

○一般高齢者における各リスクに該当する高齢者の出現率をみると、市全域では認知機

能の低下（41.9％）が最も高く、次いで、うつ傾向（40.0％）、口腔機能の低下

（20.9％）、閉じこもり傾向（16.7％）、運動器の機能低下（12.4％）、低栄養の傾

向（1.4％）となっています。 

○「北圏域」は閉じこもり傾向が4.7
ポイ

ント、うつ傾向が4.4
ポイ

ント市全域より高くなっています。 

■ リスクに該当する高齢者の出現率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）現在の経済状況 

○一般高齢者の現在の経済状況をみると、「やや苦しい」（24.9％）又は「大変苦しい」

（7.7％）と回答した方は32.6％となり、約３分の１が「苦しい」と感じています。

一方、「ややゆとりがある」（5.5％）又は「大変ゆとりがある」（0.9％）と回答した

方は6.4％となっています。 

■ 現在の経済的状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

運動器の

機能低下
低栄養の傾向

口腔機能の

低下

閉じこもり

傾向

認知機能の

低下
うつ傾向

市全域 12.4 1.4 20.9 16.7 41.9 40.0

北圏域 13.7 1.9 20.5 21.4 41.6 44.4

東圏域 13.3 0.0 20.6 18.0 43.9 38.6

西圏域 11.0 2.1 22.7 15.0 39.6 38.7

南圏域 11.6 1.6 20.1 12.6 42.5 38.4

0%

25%

50%

75%

100%
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5.9

14.4

17.4

3.6

3.9

5.2

6.5

19.7

0% 25% 50% 75% 100%

ボランティアのグループ

スポーツ関係のグループやクラブ

趣味関係のグループ

学習・教養サークル

介護予防のための通いの場

老人クラブ

町内会・自治会

収入のある仕事

市全域

n=1,738

6.0 

14.1

17.4

3.6 

2.6

4.3

6.0

20.5

0% 25% 50% 75% 100%

ボランティアのグループ

スポーツ関係のグループやクラブ

趣味関係のグループ

学習・教養サークル

介護予防のための通いの場

老人クラブ

町内会・自治会

収入のある仕事

西圏域

n=419

6.0 

12.4

16.0

4.4 

4.7

6.4

7.1

20.4

0% 25% 50% 75% 100%

ボランティアのグループ

スポーツ関係のグループやクラブ

趣味関係のグループ

学習・教養サークル

介護予防のための通いの場

老人クラブ

町内会・自治会

収入のある仕事

東圏域

n=451

5.1 

12.3

14.9

3.0 

3.3

4.4

6.5

20.2

0% 25% 50% 75% 100%

ボランティアのグループ

スポーツ関係のグループやクラブ

趣味関係のグループ

学習・教養サークル

介護予防のための通いの場

老人クラブ

町内会・自治会

収入のある仕事

北圏域

n=430

6.4 

18.9

21.2

3.2 

5.0

5.7

6.4

17.8

0% 25% 50% 75% 100%

ボランティアのグループ

スポーツ関係のグループやクラブ

趣味関係のグループ

学習・教養サークル

介護予防のための通いの場

老人クラブ

町内会・自治会

収入のある仕事

南圏域

n=438

（４）地域での活動等状況 

① グループ活動等の状況 

○月１回以上グループ等への参加している割合をみると、市全域では「収入のある仕事」

（19.7％）が最も高く、次いで「趣味関係のグループ」（17.4％）、「スポーツ関係の

グループやクラブ」（14.4％）となっています。 

○圏域別にみると、北圏域・東圏域・西圏域では、市全域同様「収入のある仕事」が最

も高く、次いで「趣味関係のグループ」「スポーツ関係のグループやクラブ」となり、

南圏域では「趣味関係のグループ」が最も高く、次いで「スポーツ関係のグループや

クラブ」「収入のある仕事」となっています。 

■ グループ等への参加状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※参加している割合は、問５(１)①ボランティア、

②スポーツ関係、③趣味関係、④学習・教養、

⑤介護予防のための「通いの場」、⑥老人クラ

ブ、⑦町内会・自治会、⑧収入のある仕事で、

「週４回以上」～「月１～３回」のいずれかに回

答した割合です。 
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8.9 45.7 33.0 4.7 7.7 

0% 25% 50% 75% 100%

全体

n=1,738

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 既に参加している 無回答

4.0 33.1 49.4 4.0 9.6 

0% 25% 50% 75% 100%

全体

n=1,738

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 既に参加している 無回答

4.9
7.0 6.4

8.9

0%

5%

10%

15%

20%

心配事や愚痴を

聞いてくれる人は

いない

心配事や愚痴を

聞いてあげる人は

いない

看病や世話を

してくれる人は

いない

看病や世話を

してあげる人は

いない

全体

n=1,738

② 地域づくりに対する参加意向 

○参加者としてグループ活動等への参加意向がある高齢者の割合は、「是非参加したい」

（8.9％）又は「参加してもよい」（45.7％）と回答した54.6％となっています。ま

た、既に参加している方は4.7％となっています。 

○企画・運営としてグループ活動等への参加意向がある高齢者の割合は、「是非参加し

たい」（4.0％）又は「参加してもよい」（33.1％）と回答した37.1％となっている

ものの、「参加したくない」（49.4％）が約半数を占めています。また、既に参加して

いる方は4.0％となっています。 

■ 参加者としてのグループ活動等への参加意向 

 

 

 

 

 

■ 企画・運営としてのグループ活動等への参加意向 

 

 

 

 

 

（５）たすけあいの状況 

○たすけあいの状況をみると、「病気で数日間寝込んだときに看病や世話をしてあげる

人はいない」は8.9％、「心配事や愚痴を聞いてあげる人はいない」は7.0％となり、

たすけてもらう相手よりたすけてあげられる相手がいない高齢者の割合が高くなっ

ています。 

■ たすけあいの状況 

 

 

 

 

 

 

 

※問６(1)～(4)で、「８．そのような人はいない」と回答した割合です。 
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とてもよい

12.0%

まあよい

67.2%

あまり

よくない

16.8%

よくない

1.8%

無回答

2.2%

全体 n=1,738

男性

26.6%

女性

72.7%

無回答

0.7%

全体 n=278

20歳未満

0.0%

20～29歳

0.0%
30～39歳

0.0%
40～49歳

5.4%

50～59歳

18.7%

60～69歳

34.2%

70～79歳

17.6%

80歳以上

22.7%

わからない

1.1%

無回答

0.4%

全体 n=278

（６）健康状態 

○現在の主観的健康感をみると、「まあよい」（67.2％）又は「とてもよい」（12.0％）

と回答した79.2％の方が健康であると感じています。 

■ 現在の主観的健康感 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）主な介護者等の状況について 

① 主な介護者の属性 

○要介護者からみた主な介護者は、「子」（47.1％）が最も高く、次いで「配偶者」

（28.1％）、「子の配偶者」（13.7％）となっています。 

 ■ 主な介護者 ■ 主な介護者の性別 ■ 主な介護者の年齢 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

配偶者

28.1%

子

47.1%

子の配偶者

13.7%

孫

0.0%

兄弟・姉妹

2.5%

その他

7.6%

無回答

1.1%

全体 n=278
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8.3

2.5

1.8

1.8

62.2

6.1

19.8

0% 25% 50% 75% 100%

主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた

（転職除く）

主な介護者が転職した

主な介護者以外の家族・親族が転職した

介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない

わからない

無回答

全体 n=278

② 家族・親族が介護のために離職した状況 

○家族・親族が介護を理由に離職した方（介護離職者）の割合は、「主な介護者が仕事

を辞めた（転職除く）」（8.3％）と「主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた（転

職除く）」（2.5％）を合わせた10.8％となっています。また、転職した方は3.6％と

なっています。 

○世帯類型でみると、介護離職者・継続就労者とも「その他」世帯（57.1％・45.2％）

が最も高く、次いで介護離職者は「夫婦のみ世帯」（25.0％）、継続就労者は「単身世

帯」（39.3％）となっています。 

■ 家族・親族の介護による離職・転職状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 「介護離職者・継続就労者別」×「問1 世帯類型」 

 

 

 

 

 

 

 

※介護離職者：問７で「仕事を辞めた（転職除く）」と回答（「１」「２」を選択）した方です。 
※継続就労者：①問７で「転職した」と回答（「３」「４」を選択）した方、②「５．介護のために仕事を辞めた

家族・親族はいない」と回答し、問14で「働いている」と回答（「１」「２」を選択）した方の
計です。 

  

17.9

39.3

25.0

14.3

57.1

45.2

0.0

1.2

0% 25% 50% 75% 100%

介護離職者

n=28

継続就労者

n=84

単身世帯 夫婦のみ世帯 その他 無回答
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23.4

18.2

24.3

22.0

21.0

32.7

31.3

23.1

12.1

9.1

20.3

15.0

0% 25% 50% 75% 100%

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス

（介護・福祉タクシー等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

特にない

無回答

全体

n=428

28.6

17.9

32.1

14.3

17.9

25.0

17.9

25.0

14.3

7.1

14.3

17.9

31.0

23.8

17.9

21.4

15.5

45.2

38.1

22.6

13.1

10.7

16.7

4.8

0% 25% 50% 75% 100%

介護離職者

n=28

継続就労者

n=84

（８）支援・サービスについて 

○在宅生活を続けていくために必要な支援・サービスをみると、全体では「外出同行（通

院、買い物など）」（32.7％）が最も高く、次いで「移送サービス（介護・福祉タクシ

ー等）」（31.3％）、「掃除・洗濯」（24.3％）、「配食」（23.4％）、「見守り、声かけ」

（23.1％）となっています。 

○介護離職者は「掃除・洗濯」（32.1％）が最も高く、次いで「配食」（28.6％）、「外

出同行（通院、買い物など）」「見守り、声かけ」（各25.0％）、継続就労者は「外出同

行（通院、買い物など）」（45.2％）が最も高く、次いで「移送サービス（介護・福祉

タクシー等）」（38.1％）、「配食」（31.0％）となっています。 

○「外出同行（通院、買い物など）」「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」「買い物

（宅配は含まない）」「調理」「配食」では、介護離職者に比べ継続就労者の利用希望

が上回っています。 

■ 在宅生活を続けていくために必要な支援・サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※介護離職者：問７で「仕事を辞めた（転職除く）」と回答（「１」「２」を選択）した
方です。 

※継続就労者：①問７で「転職した」と回答（「３」「４」を選択）した方、②「５．介
護のために仕事を辞めた家族・親族はいない」と回答し、問14
で「１．フルタイムで働いている」「２．パートタイムで働いている」
と回答した方の計 

  

全体 介護離職者・継続就労者 
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46.5 15.9 26.4 11.2

0% 25% 50% 75% 100%

全体

n=428

入所・入居は検討していない 入所・入居を検討している

すでに入所・入居の申し込みをしている 無回答

（９）施設等への入所意向 

○施設等への入所・入居に関する検討状況をみると、入所・入居予定又は検討中の方の

割合は、「入所・入居を検討している」又は「すでに入所・入居の申し込みをしてい

る」と回答した42.3％となっています。 

○介護度別に入所・入居予定又は検討中の方の割合をみると、要介護１は32.3％、要介

護２は43.5％、要介護３は54.7％、要介護４では60.8％、要介護５では66.7％と

介護度が上がるにつれて高くなっています。 

■ 施設等への入所・入居に関する検討状況 

 

 

 

 

 
 

■ 「要介護度」×「問10 施設等への入所・入居に関する検討」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

69.4

87.2

57.3

50.0

20.8

25.5

15.6

11.1

10.3

24.0

20.4

11.3

9.8

8.9

11.1

2.6

8.3

23.1

43.4

51.0

57.8

8.3

0.0

10.4

6.5

24.5

13.7

17.8

0% 25% 50% 75% 100%

要支援１

n= 36

要支援２

n= 39

要介護１

n= 96

要介護２

n=108

要介護３

n= 53

要介護４

n= 51

要介護５

n= 45

入所・入居は検討していない 入所・入居を検討している

すでに入所・入居の申し込みをしている 無回答
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35.7

57.1

21.4

14.3

32.1

22.6

10.7

6.0

0% 25% 50% 75% 100%

介護離職者

n=28

継続就労者

n=84

入所・入居は検討していない 入所・入居を検討している

すでに入所・入居の申し込みをしている 無回答

利用して

いる

12.9%

利用して

いない

79.4%

無回答

7.7%

全体 n=428

○施設等への入所・入居予定又は検討中の介護離職者は53.5％、継続就労者は36.9％

となっています。 

○施設等への入所・入居は検討していない継続就労者は、介護離職者より21.4
ポイ

ント高く

なっています。 

■ 「介護離職者・継続就労者別」×「問10 施設等への入所・入居を検討しているか」 

 

 

 

 

 

 

 

※介護離職者：問７で「仕事を辞めた（転職除く）」と回答（「１」「２」を選択）した方です。 

※継続就労者：①問７で「転職した」と回答（「３」「４」を選択）した方、②「５．介護のために仕事を辞めた
家族・親族はいない」と回答し、問14で「１．フルタイムで働いている」「２．パートタイムで
働いている」と回答した方の計 

（10）訪問診療の利用状況 

○訪問診療を「利用している」方は12.9％となっています。 

■ 訪問診療の利用状況 
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９ 第８期計画における課題整理 

高齢者を取り巻く現状やアンケート調査結果からみた、第８期計画を作成する上での課

題は、以下のとおりとしました。 

課題１ 高齢者の地域参加や生きがいづくりへの促進に向けた取組 

約６割の一般高齢者（要支援・要介護認定者以外）は、地域づくりに対する活動への

参加希望を持っているものの、就業者は約２割、グループ活動等（月１回以上）に参加

している高齢者はスポーツ関係グループ（クラブを含む）と趣味関係グループがともに

１割強、町内会・自治会やボランティアのグループ、老人クラブ等は１割未満と低率に

なっています。そのため、就業斡旋窓口の充実や、同じ趣味の高齢者がいつでも集える

ような場づくりの取組が必要です。（ニーズ調査の結果） 

課題２ 要援護者（要支援・要介護認定者の予備群）への介護予防事業の

効果的な取組 

介護予防事業対象者や生活支援事業対象者、認知機能レベルⅠ・Ⅱ該当者のいずれか

となる要援護者は、一般高齢者の７割を超えています。新たな「要支援・要介護認定者」

にならないよう、身体の機能回復訓練に留まらず生活機能全体を向上させ、活動的で生

きがいのある生活を送るために、保健師や管理栄養士、リハビリテーション専門職等の

医療専門職の関与を得ながら、介護予防事業を効果的に実践することが求められます。

（ニーズ調査の結果） 

課題３ 認知機能の低下やうつ傾向に対する介護予防対策の取組 

一般高齢者（要支援・要介護認定者以外）の中には、認知機能の低下リスク者・うつ

傾向リスク者が約４割となっています。その他、口腔機能の低下リスク者が約２割、閉

じこもり傾向リスク者と運動器の機能低下リスク者が１割台となっています。 

地域で開催する介護予防事業は、運動器の機能向上のみを目的としたものでなく、認

知機能の低下リスクやうつ傾向リスクの改善を目指す統合的な介護予防カリキュラム

が必要となります。（ニーズ調査の結果） 

課題４ 要援護者（単身・夫婦世帯）の生活実態に適した多様な生活支援

サービスの提供 

要援護者のうち、単身又は高齢者夫婦世帯は生活支援サービスの対象となることから、

食料品等の買い物支援や安否確認など、生活実態に適した多様な生活支援サービスの提

供が必要となります。（ニーズ調査の結果） 
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課題５ 「地域共生社会」の実現に向けた包括的な支援体制の整備 

地域包括ケアシステムは、高齢期におけるケアが念頭に置かれていますが、必要な支

援を地域の中で包括的に提供し地域での自立した生活を支援するという考え方は、障害

者の地域生活への移行や、困難を抱える地域の子どもや子育て家庭に対する支援等にも

応用可能な概念となります。令和２（2020）年の法改正では、「地域共生社会」の実現

を目指し、社会福祉法が改正されました。本市では、公的な体制による支援を背景に地

域住民と行政などが協働し地域や個人が抱える生活課題を解決していくことができる

よう、「我が事・丸ごと」の包括的な支援体制の整備、地域特性に応じた介護サービス提

供体制整備の推進、医療・介護データ基盤の整備の推進、介護人材確保及び業務効率化

の取組強化等が必要となります。（国の基本的な策定指針より） 

課題６ 地域住民同士のふれあいや見守りの強化 

「病気で寝込んだ時に看病や世話をしてくれる人がいない」と回答した一般高齢者の

割合は6.4％と低率に思われがちですが、本市の一般高齢者の人数を換算すると550人

程度となることから、見守りの強化が課題となります。地域の高齢化や核家族化の進展

を考えると、地域に住む高齢者同士による普段からのふれあいとともに、安否確認等の

見守りが必要となります。（ニーズ調査の結果） 

課題７ 地域で不足する介護人材の確保に向けた取組 

介護支援ボランティアの担い手として、一般高齢者の中から元気高齢者と旧一次予防

事業対象者をあわせた約３割の方々が対応できると見込まれ、団塊の世代が多く含まれ

ています。このような好機を捉えて、ボランティアポイントを導入するなど、団塊の世

代を中心とした支援ボランティア発掘の取組が必要と思われます。（ニーズ調査の結果） 

課題８ 介護給付費の適正化対策等の推進を通して保険者機能の強化 

効果的・効率的な介護給付を推進するためには、介護給付を必要とする受給者を適切

に認定し、受給者が真に必要とするサービスを過不足なく事業者が適切に提供できる体

制整備が必要となります。その一方で、３割強の世帯が厳しい生活費（大変苦しい＋や

や苦しい）で暮らしているのが実情です。一方、今後も後期高齢者人口が増え続けるこ

とで介護給付費が大きく増大し、その結果において保険料の高騰が危惧されています。

それを抑えるためにも、介護サービスの適正利用の取組や介護サービス事業者への指導

強化など、持続可能な介護保険制度とするために保険者機能の強化が必要となります。

（国の基本的な策定指針、ニーズ調査の結果） 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 地域共生社会の実現を目指して 

今後、高齢化が一層進む社会の中で、地域で高齢者の生活を支える「地域包括ケアシス

テム」は、地域共生社会※1の実現に向けた中核的な基盤となるものです。 

その実現に向けては、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改

正する法律（平成29年法律第52号）」により「社会福祉法（昭和26年法律第45号）」が

改正され、地域住民と行政などが協働し、公的な体制による支援とあいまって、地域や個

人が抱える生活課題を解決していくことができるよう、「我が事・丸ごと」の包括的な支

援体制の整備が市町村の努力義務とされました。 

これまで、介護保険制度においても地域包括ケアシステムを推進する観点から、共生型

サービスの創設のほか、生活支援や介護予防、認知症施策などの地域づくりに関係する取

組を進めてきました。また、令和22（2040）年を見据えた地域共生社会の実現を目指

し、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構

築の支援、地域特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の促進等に基づ

く社会福祉基盤の整備と介護保険制度の一体的な見直しが行われました。 

今後は、包括的な支援体制の構築等の社会福祉基盤の整備とあわせて、介護保険制度に

基づく地域包括ケアシステムの推進や地域づくり等に一体的に取り組むことで、地域共生

社会の実現を目指します。 

 

２ 政策目標 

第８期計画は、三沢市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画の政策目標を踏襲して

います。さらに、平成30（2018）年３月に策定された上位計画である「第二次三沢市総

合振興計画（平成30（2018）年度から令和９（2027）年度までの計画期間）」の基本

理念「未来へつなぐ 心安らぐ 国際文化都市」を政策目標として、施策を展開していく

こととします。 

▼政策目標 

 

 

 

  

                                        
※1 地域共生社会：高齢者介護、障害福祉、児童福祉、生活困窮者支援などの制度・分野の枠や、「支える

側」、「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会が繋がり、一人ひ

とりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる包摂的な社会

をいう。 

未来へつなぐ 心安らぐ 国際文化都市 
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３ 課題に対する推進施策 

政策目標の実現を図るため、また、三沢市らしい地域包括ケアシステムの構築に向け、

５つの推進施策を設定します。 

推進施策Ⅰ 生涯現役への支援 

目 標 
高齢者が積極的に様々な地域活動に参加し、生きがいや交流をもてるような高齢者の社会
参加の機会を提供していきます。 

施策の 
方向性 

地域活動の活性化と参加促進を図り、社会活動の場づくりとして、老人クラブへの支援や、
高齢者の経験、知識、技術を活かしたボランティア活動に参加してもらえるような情報の提
供を進めます。また、高齢者の就労は貴重な労働力そして、地域を支える担い手ともなるた
め、就労の場の創出に努めます。 

推進施策Ⅱ 健康寿命の延伸に向けた健康増進と介護予防の一体的な推進 

目 標 
健康寿命の延伸を目指し、個人の能力、実情に応じた効果的・効率的な介護予防の取組を
推進します。 

施策の 
方向性 

高齢者が主体的に健康づくりや介護予防に取り組むことができるよう、介護予防の普及啓発
を継続的に行います。また、ボランティアの育成や、自主活動を行う団体等の支援を充実さ
せ、高齢者の生きがいづくり、地域の基盤づくりを進めていきます。 

推進施策Ⅲ 自立生活の継続に繋がるサービスの充実 

目 標 
いつまでも健やかにいきいきとした暮らしを送ることができるよう、高齢者の健康保持に繋がる
サービスの充実や、支援が必要な方が自立した生活を送れるように介護予防・日常生活支
援総合事業（総合事業）を充実させていきます。 

施策の 
方向性 

単身又は夫婦のみの高齢者世帯等の支援を必要としている高齢者の増加に伴い、地域サロ
ンの開催、見守り・安否確認、外出支援、家事支援など生活支援の必要性が高まっているた
め、多様な主体が生活支援・介護予防サービスを提供していくための体制整備を行います。
また、高齢者が健康でいきいきとした暮らしができるよう、福祉サービスの充実及びその家族
に対する支援に努めます。 

推進施策Ⅳ 地域包括ケアシステムに沿った地域づくり活動 

目 標 
地域包括支援センターの機能強化を図るため、地域包括ケアシステムを支える人材の確保
及び資質の向上、業務の効率化及び質の向上を推進します。 

施策の 
方向性 

地域包括支援センターは、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援す
るため、多岐にわたる相談の総合窓口として、権利擁護の取組や、適切なサービスや関係
機関につなげられるようなネットワークの構築を進めます。また、効果的な運営や取組ができ
るよう、ＰＤＣＡの充実により事業の質の向上に努めます。 

さらに、介護給付等対象サービスの充実、地域ケア推進会議の推進、在宅医療・介護の連
携強化、認知症施策、生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進に取り組みます。 

推進施策Ⅴ 持続可能な介護保険事業の運営 

目 標 
介護保険制度の持続可能性を確保するために、要介護状態等になることの予防・軽減・悪
化予防といった制度の理念を堅持し、質の高いサービスを提供しながら、財源・人材を効率
的に活用する仕組みづくりを進めます。 

施策の 
方向性 

様々な研修等を行い、介護人材の育成に努め、介護サービスの質の向上を図ります。また、
介護給付費の適正な支出を図るため、要介護認定の適正化など、サービスの提供体制及
び介護報酬の適正化を推進します。 
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４ 推進施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

未来へつなぐ 心安らぐ 国際文化都市 

推進施策Ⅰ 生涯現役への支援 

１ 高齢者等の生きがいづくりと
社会参加 

（１）社会活動の場づくり 

（２）生涯学習・生涯スポーツの推進 

（３）芸術・文化活動の促進 

（４）高齢者の就労支援 

推進施策Ⅱ 健康寿命の延伸に向けた健康増進と介護予防の一体的な推進 

３ 高齢者の保健事業と介護予防
の一体的な実施 

（１）健康増進事業の推進 

（２）感染症の予防対策 
１ 保健事業の推進 

２ 自立支援、介護予防・重度化
防止に向けた取組 

（１）一般介護予防事業の推進 

推進施策Ⅲ 自立支援の継続に繋がるサービスの充実 

１ 生活支援サービス事業の推進 

（１）高齢者福祉サービスの提供 

（２）特に支援が必要な方に対するサービスの提供 

（３）家族介護者への支援 

３ 高齢者にやさしいまちづくり 
（１）交通安全対策 

（２）公共施設等のバリアフリー化 

（１）訪問型サービスの提供 

（２）通所型サービスの提供 

（３）その他生活支援サービスの提供 

４ 緊急時の即時対応 

（１）防災対策 

（２）防犯対策 

（３）高齢者虐待の防止 

２ 市独自の高齢者サービスの 
充実 
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１ 地域包括ケアシステムの 
深化・推進 

（１）地域包括支援センターの運営 

（２）権利擁護の取組の推進 

（３）体制強化に向けた自己評価と市評価の実施 

（４）在宅介護支援センターの活用 

（５）地域包括支援センターや生活支援・介護 
予防サービスの情報公表 

３ 在宅医療・介護連携の推進 

（１）在宅医療・介護連携の基盤整備 

（２）在宅医療・介護連携に関する取組 

（３）県（保健所等）との連携による取組 

４ 認知症施策の推進 

（１）普及啓発・本人発信支援 

（２）予防 

（３）医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

（４）認知症バリアフリーの推進と社会参加支援 

２ 地域包括支援センターの機能
強化 

５ 生活支援・介護予防サービス
の体制整備 

７ 高齢者の居住安定に係る施策
との連携 

６ 地域ケア推進会議の推進 

（１）生活支援事業の基盤体制 

（１）地域ケア推進会議の運営と課題検討 

（２）多職種協働によるネットワークの構築や資源 
開発 

（１）養護老人ホームや軽費老人ホームへの入所措置 

（２）住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向
け住宅の需要把握 

（３）居住支援協議会等の場を活用した低廉な家賃の
住まいの活用 

（４）高齢者住宅対策 

推進施策Ⅳ 地域包括ケアシステムに沿った地域づくり活動 

推進施策Ⅴ 持続可能な介護保険事業の運営 

１ 保険者機能の強化 

（１）介護保険サービス利用者数の推移 

（２）保険給付費の推移 

（３）地域支援事業費の推移 

（４）介護（予防）給付費の第７期計画値と実績値と
の比較 

３ 介護給付サービスの見込み量
と今後の方針 

（１）居宅サービス・介護予防サービスの実績と計画値 

（２）施設サービスの実績と計画値 

（３）地域密着型（介護予防）サービスの実績と計画値 

（１）介護人材の確保 

（２）介護給付サービスの質の向上 

（３）介護給付等費用適正化事業 

（４）その他 

２ 介護保険サービス体系 

４ 第８期計画の事業費見込みと
介護保険料 

（１）総給付費の見込み 

（２）標準給付費・地域支援事業費の見込み 

（３）第８期計画期間における介護保険料基準額 
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第４章 施策の推進 

介護保険制度は、地域包括ケアシステムを推進する観点から共生型サービスの創設のほ

か、生活支援や介護予防、認知症施策などの地域づくりに関わる取組を進めてきました。 

令和２（2020）年６月に交付された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一

部を改正する法律（法律52号）」により、令和22（2040）年を見据えながら、地域共生

社会の実現を目指すこととなりました。具体的には、地域住民の複雑化・複合化した支援

ニーズに対応する包括的な支援体制構築の支援、地域特性に応じた認知症施策や介護サー

ビス提供体制整備の促進、医療・介護データ基盤整備の推進、介護人材確保や業務効率化

の取組の強化、社会福祉連携推進法人の創設など社会福祉法等に基づく社会福祉基盤の整

備と介護保険制度の一体的な見直しとなりました。 

第８期計画の施策展開にあたっては、政策目標の実現を目指し、５つの推進施策に関連

する多様な施策を展開していきます。 

 

 

  

 

推進施策Ⅰ 生涯現役への支援 

推進施策Ⅱ 健康寿命の延伸に向けた健康増進と介護予防の一体的な推進 

推進施策Ⅲ 自立生活の継続に繋がるサービスの充実 

推進施策Ⅳ 地域包括ケアシステムに沿った地域づくり活動 

推進施策Ⅴ 持続可能な介護保険事業の運営 

  

５つの推進施策 
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推進施策Ⅰ 生涯現役への支援 

１ 高齢者等の生きがいづくりと社会参加 

生きがいに満ちた生活は健康づくりにも繋がることから、高齢者が自ら、積極的にスポ

ーツ活動や生涯学習、文化活動等に参加し、生きがいや交流をもつことが重要です。 

老人クラブを中心に地域活動の活性化と参加促進を図るとともに、生涯学習・生涯スポ

ーツや世代間交流の充実、就労対策の強化など生涯現役への支援を行います。 

（１）社会活動の場づくり 

① 老人クラブ活動への支援 

現在、本市における老人クラブの組織数は、令和２（2020）年11月現在で35クラ

ブ、会員875名が活動しています。 

老人クラブの活動に対しては、活動費を助成するなど活動の活性化を支援しています

が、今後においても、高齢者のリーダー養成に力を入れるなど、地域の特性に応じた多

様な活動を支援します。 

② ボランティア活動等の促進 

本市では、老人クラブ、ボランティア団体などを通して、ひとり暮らし高齢者の見守

り活動など、高齢者を支える活動を高齢者自身が主体となって担うことができるよう支

援します。 

また、これまで培ってきた経験や知識、技術などを活かしたボランティア活動に積極

的に参加できるよう、ボランティア活動に関する情報提供を行います。 

（２）生涯学習・生涯スポーツの推進 

本市では、高齢者が生きがいをもって充実した生活を送ることができるよう、健康、

趣味、教養などについての講座を開催しています。 

今後においても、社会変化により多様化するニーズを把握しながら、多様なテーマの

講座の開催など内容の充実を図るとともに、気軽に参加できるような体制づくり及び情

報提供の充実に努めます。 
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（３）芸術・文化活動の促進 

芸術・文化活動を行う各種サークル活動の場の提供や参加促進などを支援し、高齢者

の生きがいづくりや仲間づくりを促進するとともに、各種イベントや発表会などを開催

し、活動の活性化を図ります。 

（４）高齢者の就労支援 

高齢者の就労は、高齢者の生きがいや社会参加に繋がるとともに、超高齢社会を迎え

るにあたっての貴重な労働力としても期待されています。 

高齢者の就労機会の拡充を図るため、シルバー人材センターの登録会員の拡大に努め

ていますが、今後は、元気な高齢者が介護あるいは介護予防サービスの担い手として活

躍できる場の創出など、介護予防事業との連携による就労の場の創出に努めます。 

また、高齢者の持つ経験や知識、技術などを活かし、職場情報の提供や職業相談の充

実を推進するために、関係機関等との連携を図ります。 
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推進施策Ⅱ 健康寿命の延伸に向けた 

健康増進と介護予防の一体的な推進 

１ 保健事業の推進 

（１）健康増進事業の推進 

① 健康教育・健康相談 

通いの場等を活用した健康教育・健康相談の実施を推進します。通いの場等への医療

専門職の積極的な関与により、健康に関する不安等について気軽に相談できる場所とし

て位置づけ、高齢者が自らの健康状態に関心を持ち、フレイル予防等の重要性について

浸透するよう図ります。 

② ＫＤＢシステム等を活用した分析や課題整理 

ＫＤＢシステム・介護保険システム等の活用により、高齢者の情報を一体的に分析し、

フレイルのおそれのある高齢者等、支援すべき対象者を抽出するとともに、必要に応じ

医療の受診勧奨や必要な介護サービスにつなげていきます。また、地域の高齢者の全体

像や健康課題の把握に努めます。 

③ その他の健康づくり事業 

市民自らが担い手となって積極的に参加できるような健康づくりに関する機会の充

実に努めます。 

（２）感染症の予防対策 

令和２（2020）年２月以降の新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、日頃から

介護施設や事業所と連携し、感染拡大防止策の周知啓発、感染症発生時に備えた事前準

備、感染症発生時の代替サービスの確保に向けた連携体制の構築等を行うことが必要と

なります。 

このため、介護施設や事業所が感染症発生時でもサービスを継続できる対応準備を定

期的に確認するとともに、介護職員や関係者が感染症に対する理解や知見を有した上で

業務に対応ができるよう、感染症に対する研修の充実等が必要となります。 

また、感染症発生時も含めた県や保健所、協力医療機関等と連携した支援体制を整備

します。さらに介護施設や事業所に対しては、適切な感染防護具、消毒液その他の感染

症対策に必要な物資の備蓄・調達・輸送体制の整備に関して支援と要請をしていきます。 
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２ 自立支援、介護予防・重度化防止に向けた取組 

高齢者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように支援す

ることや、要介護状態等となることの予防、要介護状態等の軽減、悪化の防止といった介

護保険制度の理念を踏まえ、地域の実情に応じて、具体的な取組を進めていきます。 

高齢者の生活機能を維持するために、住民や事業者など地域全体への自立支援・介護予

防に関する普及啓発、介護予防の通いの場の充実、リハビリテーション専門職等との連携

や口腔機能向上や低栄養防止に係る活動の推進、地域ケア会議の多職種連携による取組の

推進、地域包括支援センターの強化を図ります。 

また、高齢者が生きがいを持って日常生活を過ごすことができるよう、趣味や特技、サ

ークル活動等を通じて地域社会と交流できる場、これまでに得た技能や経験を活かしたボ

ランティア活動や就労的活動を通じて、地域や社会を構成する一員として社会貢献できる

場の提供に努めます。 

（１）一般介護予防事業の推進 

① 介護予防把握事業 

圏域ごと個別調査を行い、収集した情報等の活用により閉じこもり等の何らかの支援

を要する者を把握し、介護予防活動につなげる事業です。 

平成29（2017）年度から一般介護予防事業として実施しています。 

今後も、基本チェックリストを活用するなど、地域介護予防活動支援事業等で重点的

に対応していきます。 

② 介護予防普及啓発事業 

介護予防事業の普及・啓発を行う事業です。 

平成29（2017）年度から一般介護予防事業として通所型介護予防教室（からだぴ

んぴん教室）や介護予防講演会など実施しています。 

今後も、一般介護予防事業の普及・啓発に対応していきます。 

③ 地域介護予防活動支援事業 

地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う事業です。 

平成29（2017）年度から生きがいづくり活動団体支援事業として、高齢者が生き

生きとした生活を送ることができるよう、地域が主体となり介護予防活動を実践してい

る生きがいづくり活動団体（寺子屋など）を支援しています。 

今後も、ボランティア等の育成や自主活動を行う団体等を支援していきます。 

④ 一般介護予防事業評価事業 

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事

業評価を行います。 
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平成29（2017）年度から一般介護予防事業として実施しています。今後も、事業

評価の結果に基づき事業の実施方法等の改善を図ります。 

⑤ 地域リハビリテーション活動支援事業 

地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所・訪問・地域ケア会議、サ

ービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促

進する事業です。 

この事業は平成29（2017）年度から実施しており、生きがいづくり教室など地域

住民運営の通いの場などへ各種リハビリテーション専門職を派遣し、地域包括支援セン

ターと連携した介護予防の取組を総合的に支援しています。 

３ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 

「健康保険法等の一部を改正する法律（令和元年法律第９号）」による改正後の介護保

険法等に基づき、運動、口腔、栄養、社会参加などの観点から高齢者の保健事業と介護予

防の一体的な実施を推進し、高齢者が身近な場所で健康づくりに参加でき、また高齢者の

フレイル状態を把握した上で適切な医療サービス等につなげるなど、疾病予防・重症化予

防の促進を目指します。 

令和元（2019）年の健保法改正による改正後の介護保険法等では、高齢者の心身の多

様な課題に対応してきめ細かな支援を行うため、介護予防を進めるにあたっては高齢者保

健事業と一体的に実施するよう努める、また他の市町村や後期高齢者医療広域連合が保有

する被保険者の介護・医療・健診情報等を授受するための規定の整備が行われました。 

一体的な実施にあたっては、介護・医療・健診情報等の活用を含め国民健康保険担当部

局等と連携して取組を進めるとともに、「高齢者の医療の確保に関する法律（第125条の

２第１項）」に基づき、本市が定める基本的な方針と整合を図りながら具体的に事業を推

進します。 
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推進施策Ⅲ 自立支援の継続に繋がるサービスの充実 

１ 生活支援サービス事業の推進 

単身又は夫婦のみの高齢者世帯等の支援を必要とする高齢者の増加に伴い、地域サロン

の開催、見守り・安否確認、外出支援、買い物・調理・掃除等の家事支援等、生活支援の

必要性が増加していることから、地域の実情に応じて多様な主体が生活支援サービスを提

供できるように推進します。 

平成29（2017）年度から、介護予防・日常生活支援総合事業（以下、「総合事業」と

いう。）として以下の事業を実施し、さらに令和３（2021）年度から必要があれば居宅要

介護認定者も総合事業の利用が可能となったことから、総合事業のサービス単価を適正に

定め、事業を推進していきます。 

（１）訪問型サービスの提供 

① 訪問介護型サービス 

訪問介護事業者の訪問介護員による、身体介護や生活援助など予防給付を基本とした

現行の通所介護と同様の専門的なサービスです。 

■ 訪問介護型サービスの実績と見込み 
単位：人 

指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

延利用者数 149 132 136 142 144 146 157 

② 生活支援訪問型サービス 

高齢者等の自立した生活の継続のためにシルバー人材センターを活用し、家事支援、

草取り、除雪など１時間未満の軽度生活援助サービス事業を実施しています。 

■ 生活支援訪問型サービスの実績と見込み 
単位：人 

指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

延利用者数 868 766 920 920 920 930 980 
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③ 訪問型短期集中型サービス 

保健師等の保健・医療の専門職による、居宅での相談指導などのサービスで、平成29

（2017）年度から市直営で実施しています。 

■ 訪問型短期集中型サービスの実績と見込み 
単位：人 

指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

延利用者数 0 0 2 2 2 3 4 

（２）通所型サービスの提供 

① 通所介護型サービス 

通所介護事業者による、生活機能の向上のための機能訓練など現行の通所介護と同様

のサービスです。 

■ 通所介護型サービスの実績と見込み 
単位：人 

指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

延利用者数 410 325 333 346 351 357 383 

② 生活支援通所型サービス 

地域住民が主体となって、自主的な通いの場や介護予防体操、趣味活動など地域の実

情に応じた多様なサービスを実施しています。 

■ 生活支援通所型サービスの実績と見込み 
単位：人 

指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

延利用者数 1,000 500 1,200 1,450 1,700 2,000 2,900 

③ 通所型短期集中型サービス 

個別に取組状況の確認や目標設定を行いながら運動機能向上のための効果的な運動

プログラムや栄養改善、口腔機能向上プログラムなどを複合的に実施しています。 

■ 通所型短期集中型サービスの実績と見込み 
単位：人 

指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

延利用者数 94 － 112 128 144 176 200 
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（３）その他生活支援サービスの提供 

① 配食サービス 

ひとり暮らし高齢者など栄養が偏りがちな特にサービスが必要と認められる方に、栄

養改善を目的とした配食や安否確認を実施しています。 

■ 配食サービスの実績と見込み 
単位：人 

指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

延利用者数 100 84 100 100 100 100 100 

② 見守り（定期的な安否確認と緊急時の対応） 

定期的な安否確認と緊急時の対応をするために、地域きずなサポーター等による見守

り、市内登録事業者による日常業務の範囲での行方不明高齢者の捜査協力（ＳＯＳネッ

トワーク「あんしんネット」）や市内協定締結事業者による日常業務の範囲での見守り

支援（ほっとワーク見守り隊）等を実施しています。 

平成29（2017）年度以降も継続して実施しています。 

■ 見守りの実績と見込み 
単位：人 

指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

延利用者数 28 32 36 40 44 52 112 

 

２ 市独自の高齢者サービスの充実 

いつまでも健やかでいきいきとした暮らしを送ることができるよう、高齢者の健康保持

及び交流促進などの支援として、各種サービスを推進します。 

（１）高齢者福祉サービスの提供 

① 無料入浴券交付事業 

65歳以上の高齢者を対象に、市民の森温泉浴場の無料入浴券を交付し、福祉バス利

用による温泉入浴の利用促進を図り、高齢者の健康保持を支援します。 

■ 無料入浴券交付事業の実績と見込み 
単位：件 

指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

交付件数 566 549 520 520 550 550 660 
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② 長寿祝金支給事業 

永年にわたり、社会に貢献した70歳以上の高齢者の長寿をお祝いし、祝い金を支給

するとともに、高齢者福祉の増進を支援します。 

■ 長寿祝金支給事業の実績と見込み 
単位：件 

指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

支給件数 1,569 1,571 1,600 1,650 1,700 1,800 2,550 

③ 高齢者いきいきパス発券事業 

通院、買い物、社会参加等における交通手段として、路線バスを利用する高齢者に対

し、交通費の援助を行うことによって、高齢者の経済的負担の軽減を図ります。 

■ 高齢者いきいきパス発券事業の実績と見込み 
単位：人 

指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

延利用者数 184 170 177 177 178 178 178 

④ いきいきデイセンター運営事業 

通所可能なおおむね65歳以上の方に、食事、入浴、介護予防の各種サービスを提供

し、要介護状態への進行の予防、心身機能の維持向上、社会的孤立感の解消を図り、福

祉の増進を図ります。 

■ いきいきデイセンター運営事業の実績と見込み 
単位：人 

指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

延利用者数 3,807 3,215 3,800 3,900 4,000 4,200 4,500 

⑤ 敬老会開催事業 

70歳以上の高齢者を対象とし、永年にわたり社会の発展のために寄与してきた功績

を称え、敬老会を開催します。昭和38（1963）年に第１回を開催して以来、毎年開

催を重ね、令和元（2019）年度の開催で56回目となっています。 

⑥ 軽度生活援助事業 

65歳以上のひとり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯で、世帯員全員が要介護認定

を受けていて、日常生活上の援助が必要な方を対象に、家屋内の軽微な修繕・整理・整

頓、除雪などの軽易作業を、シルバー人材センターへの委託事業により支援します。 
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■ 軽度生活援助事業の実績と見込み 
単位：人 

指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

延利用者数 308 520 350 362 370 375 404 

⑦ 生活管理短期宿泊事業 

65歳以上の要介護認定において自立と判定された方で、基本的生活習慣や対人関係

において社会適応が困難な方を対象に、高齢者の自立生活の助長・社会的孤立感の解消・

心身機能の維持向上を図るため、指導援助が必要と認められた場合に、養護老人ホーム

での短期間の宿泊による日常生活に対する指導及び支援を行います。 

■ 生活管理短期宿泊事業の実績と見込み 
単位：人 

指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

延利用者数 0 0 1 1 1 1 1 

⑧ 老人福祉施設措置事業 

65歳以上の高齢者、身体上、精神上もしくは環境上の理由又は経済的理由により在

宅での養護を受けることが困難な方を対象に、養護老人ホームへの入所措置を支援しま

す。 

■ 老人福祉施設措置事業の実績と見込み 
単位：人 

指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

延利用者数 14 15 15 15 15 15 15 

 

（２）特に支援が必要な方に対するサービスの提供 

寝たきり高齢者やひとり暮らし高齢者など、身体機能の低下や社会的条件等により家

事などの日常生活に援助が必要な高齢者に対し支援を行い、介護予防及び生活の質の確

保を図ります。 

① 「食」の自立支援事業 

高齢者が「食」を通じて健康の維持増進と自立した生活を送ることができるよう、十

分なアセスメントを行いながら、偏った食生活にならないよう、配食サービスを提供し、

併せて安否確認、引きこもりの防止等を実施し、高齢者を支援します。 
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■ 「食」の自立支援事業の実績と見込み 
単位：人 

指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

延利用者数 1,119 868 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 

② ライフサポートアドバイザー派遣事業 

シルバーハウジングに入居している方に対し、生活援助員（ライフサポートアドバイ

ザー）を派遣し、生活指導や相談、安否確認、一時的な家事援助、緊急時の対応などの

サービスを提供し、生活支援を行います。 

■ ライフサポートアドバイザー派遣事業の実績と見込み 
単位：人 

指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

延利用者数 9,635 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 

③ 緊急通報システム管理運営事業 

日常生活において、ひとり暮らしの状態にある高齢者に対し、緊急通報装置を給付・

貸与し、地域社会との連携により、火災、病気等の緊急時の対応、安否確認、各種の相

談を受けるなど、孤独感の解消を図り、日常生活においての安全の確保を図ります。 

■ 緊急通報システム管理運営事業の実績と見込み 
単位：件 

指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

設置件数 65 66 66 66 66 67 67 

④ 移送サービス事業 

要介護度４・５の高齢者に対し、通院、入退院、入退所時の送迎を実施することによ

り、家族や本人の負担の軽減を図るとともに、在宅生活を支援します。 

■ 移送サービス事業の実績と見込み 
単位：人 

指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

延利用者数 409 440 440 440 440 450 464 
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（３）家族介護者への支援 

① 介護用品支給事業 

在宅で寝たきりの老人に対して、介護に必要な介護用品を支給し、経済的負担の軽減

を図るための事業を実施し、家族介護に対する支援を行います。 

■ 介護用品支給事業の実績と見込み 
単位：件 

指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

支給件数 902 894 890 900 920 945 1,020 

② 家族介護教室 

高齢者を介護している家族や近隣の援助者等に対し、介護方法や介護予防、介護者の

健康づくりなどについての知識や技術を習得するための教室や講演会を開催します。 

■ 家族介護教室の実績と見込み 
単位：回、人 

指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

開催回数 17 7 17 17 17 17 17 

延参加者数 362 178 372 383 399 429 479 

 

３ 高齢者にやさしいまちづくり 

（１）交通安全対策 

高齢者に配慮した交通安全施設の整備に努めるとともに、参加・体験・実践型の交通

安全教室などを実施し、高齢運転者の技術向上及び高齢者に対する思いやりのある運転

の普及を図ります。 

（２）公共施設等のバリアフリー化 

平成12（2000）年度に「三沢市障害者や高齢者に配慮したまちづくり総合計画」を

策定し、公共施設等のバリアフリー化を計画的に推進してきました。 

本計画期間においても、高齢者が安全かつ快適に利用できる環境づくりを推進します。  
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４ 緊急時の即時対応 

自然災害が発生した際、行政が災害対応をするためには、その人員、施設、資機材等の

体制を早期に確保し、災害対応体制を確立することが重要となります。東日本大震災では、

地域による災害対応体制を確立する中で、発生した津波により、職員の被災をはじめ、庁

舎や車両等が破滅的な被害を受けた自治体もあり、対応体制等に大きな影響を受けながら

災害対応にあたらなければならないという事態を想定した準備が必要となります。 

また、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、関係部局との連携を強化し、緊急時

の対応にあたります。 

（１）防災対策 

大規模な自然災害時に、自力での避難が困難な災害時要援護者に対する避難支援対策

の確立が求められており、三沢市地域防災計画に基づいた、迅速かつ的確に避難できる

体制づくりを推進します。 

特に、地域住民による自主防災組織の活動等による共助、関係機関を含めた公助の連

携のもとに、個人情報の保護に配慮しながら、高齢者の実態把握や情報共有を図り、い

ざというときの高齢者の安全の確保に努めます。 

（２）防犯対策 

近年、高齢者を狙った悪質商法や振り込め詐欺などが多発していることから、消費に

関する知識の普及や、様々な不安を解消するため、毎年開催される防犯大会での講演・

実例紹介など、機会をとらえて情報提供に努め、犯罪などから高齢者の生命と財産を守

るための取組を推進します。 

（３）高齢者虐待の防止 

高齢者に対する虐待は多岐にわたり、また、その事実を隠す傾向が強いことから表面

化されないケースも多く、虐待問題は深刻化しています。 

地域全体で虐待防止、早期発見・早期対応に向けて取り組むことができるよう、関係

機関等との連携を強化しながら、平成17（2005）年に制定された「高齢者に対する虐

待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（以下「高齢者虐待防止法」と

いう。）に即した適切な対応と、市民への意識啓発に努めます。 

① 高齢者虐待の早期発見に向けた取組 

住民に対し、高齢者虐待に対する知識の普及・啓発を行い、地域全体で見守る体制づ

くりを推進し、高齢者虐待に係る通報義務に対応する相談窓口等を、ＣＡＴＶや広報紙

などを活用し普及することにより、高齢者虐待の早期発見に努めます。 
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② 高齢者虐待に対する早期対応に向けた取組 

高齢者虐待への対応について、介護保険サービス事業者や民生委員・児童委員、警察、

医療機関などの関係機関との連携を図り、「高齢者虐待防止法」に即した適切な対応が取

れる体制の構築に努め、早期対応、適切なアフターフォローに向けた取組を推進します。 

③ 虐待防止に向けた取組 

高齢者への虐待は、認知症高齢者や虐待が重複している事例が多いこと、介護力の弱

い世帯で虐待が起こりやすい等、虐待が生じる世帯が社会的孤立の状態にあることが多

い傾向がみられ、地域の人や相談を受けやすい関係機関への啓発、介護者に対する支援

や介護者同士の交流促進などにより、介護者の心身の健康づくりを図り、虐待防止につ

なげます。 

④ 介護施設等における虐待防止に向けた取組 

老人福祉施設、介護保険施設等の設置者に対し、従事者を対象とした虐待についての

研修実施のほか、利用者や家族からの苦情処理体制の整備、従事者等による高齢者虐待

の防止に対する意識啓発などを図るための支援を行います。 
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推進施策Ⅳ 地域包括ケアシステムに 

沿った地域づくり活動 

１ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

令和７（2025）年及び令和22（2040）年を見据えて、第８期に必要となるサービス

の種類ごとの量の見込み等を定めるとともに、それらを基にサービスを提供するために必

要となる介護人材を確保することが必要となります。また、サービスごと、職種ごとの人

手不足等の状況も踏まえ、介護職に限らず介護分野で働く人材の確保・育成を行い、介護

現場全体の人手不足対策を進めていきます。 

本市では、必要となる介護人材の確保に向けて国や県と連携し、処遇改善、新規参入や

多様な人材の活用の促進、介護の仕事の魅力向上、職場環境の改善等のための方策を推進

していきます。加えて、必要な介護サービスの提供を確保するために国や県と連携し、介

護サービス従事者に対する相談体制の確立、介護サービス事業所や医療・介護関係団体等

の連携・協力体制の構築、ボランティア活動の振興や普及啓発活動等を通じて地域の特色

を踏まえた人材の確保及び資質の向上に取り組んでいきます。 

生活支援等の担い手については、高齢者やその家族が地域において安心して日常生活を

営むことができるよう、生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）、協議体や就

労的活動支援コーディネーター（就労的活動支援員）が中心となり、サービス提供者と利

用者とが「支える側」と「支えられる側」という画一的な関係性に陥ることのないよう高

齢者の社会参加等を推進します。さらに障害者、児童、生活困窮者等を含む地域のあらゆ

る住民が役割を持ち、支え合いながら自分らしく活躍できるコミュニティを育成し、公的

な福祉サービスと協働して、助け合いながら暮らすことのできる地域づくり「地域共生社

会」の実現を目指します。 

■2025年・2040年を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた目標 

団塊の世代が75歳以上となり、要介護となる高齢者の急速な増加が見込まれる令和

７（2025）年、さらに団塊ジュニア世代が65歳以上となり、高齢者数がピークを迎

える令和22（2040）年を見据え、高齢者の自立と尊厳を支えるケアを実現するため、

各地域の実情に応じこれまで構築してきた地域包括ケアシステムをさらに深化・推進

することを目標とします。 

第６期以降の計画を地域包括ケア計画として位置づけ、介護給付等対象サービスの

充実、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策や生活支援サービスの充実等を図り、令

和22（2040）年までの各計画期間を通じて地域包括ケアシステムを段階的に構築し、

深化・推進していきます。第８期計画では、第７期計画の達成状況の検証を踏まえた

上で、その位置づけと計画期間中に目指すべき姿を具体的に明らかにしながら目標を

設定し取組を進めます。  
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■ 三沢市らしい地域包括ケアシステムの姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住み慣れた場所での生活をいつまでも！ 

地域包括ケアシステムとは、要介護度が高くなっても可能な限り住み慣れた地

域で生活できるよう、地域において医療・介護・予防・住まい・生活支援の各サー

ビスを整え、統合する体制です。  

医療・介護の連携強化 

退院支援の強化 

24時間の 

介護体制構築 

生活支援の提供主体の 

整備とマッチング 

マネジメントの

機能強化 

在宅医療体制の

強化 
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２ 地域包括支援センターの機能強化 

地域包括支援センターの運営は、地域包括ケアシステムにおける中核的な機関として期

待されることから、現状の課題や今後求められる役割を勘案しながら、複合的に機能強化

を図ることが重要です。 

また、センターがより充実した機能を果たしていくためには、運営に対する評価が必要

になることから、ＰＤＣＡの充実により事業の質の向上に努めるとともに、運営協議会と

連携しながら定期的な点検を行います。 

今後は、現在の業務に加え、地域ケア推進会議の推進、在宅医療・介護の連携強化、認

知症施策、生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進を図る中で、業務量に応じた適

切な人員配置を図ります。 

■ 地域包括支援センターの機能強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域包括支援センターの運営 

地域包括支援センターは、地域住民の心身の保持及び生活の安定のために必要な援助

を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援すること

を目的として市直営のほか、ブランチとして４事業所に委託し運営しています。 
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① 介護予防ケアマネジメント事業 

事業対象者、要支援１・要支援２認定者に対し、心身の状況などに応じ、対象者本人

やその家族の意向に基づいた介護予防ケアプランを作成します。そのケアプランに基づ

き、新しい総合事業等が包括的かつ効率的に実施されるよう必要な援助を行うとともに、

事業実施の前後において、その効果について評価・検証を行い、一貫した継続性のある

介護予防ケアマネジメント事業を推進します。 

■ 介護予防ケアマネジメント事業（ケアプラン）の実績と見込み 
単位：件 

指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

ケアプラン 
作成件数 

1,314 1,291 1,445 1,560 1,660 1,770 1,890 

ケアマネジメント
件数 

1,970 2,068 2,270 2,450 2,590 2,740 2,930 

② 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

事業対象者や要支援・要介護認定者等に対して、包括的・継続的に地域ケアを提供で

きるよう、関係機関やボランティアなどとの連携や協力体制の構築を図ります。 

また、介護支援専門員が抱える支援困難事例への指導助言を行う窓口となるとともに、

介護支援専門員に対する資質向上に向けて支援します。 

■ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業の実績と見込み 
単位：回 

指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

会議の開催回数 16 12 16 16 16 16 16 

③ 総合相談・支援事業 

地域の高齢者の総合的な相談窓口として、多岐にわたる相談を受け付け、住み慣れた

地域で安心して、その人らしい生活を継続できるようにするため、心身の状況及び家庭

環境等についての実態把握に努めながら、適切なサービス、関係機関等とのネットワー

クを構築し、利用につなげるための相談支援を行います。 

■ 総合相談・支援事業の実績と見込み 
単位：件 

指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

相談件数 1,767 1,354 1,778 1,790 1,796 1,802 1,760 
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④ 地域ケア会議の定期開催 

地域包括支援センターを中心に、保健・医療・福祉の関係機関が連携し、介護や支援

を必要とする高齢者の早期発見や適切なサービスの提供を行うために、定期的に地域ケ

ア会議を開催し、情報の共有を図るとともに、連携の強化に努め、適切な介護や支援が

行われる体制づくりを推進します。 

（２）権利擁護の取組の推進 

認知症高齢者や自己の判断能力が十分でない高齢者の尊厳が保持される環境づくり

を強化するため、成年後見制度の利用促進や専門機関を活用して専門的・継続的な支援

を行う権利擁護の取組を推進します。 

① 権利擁護事業 

何らかの問題を抱えて困難な状況にある高齢者に対し、地域で安心して尊厳のある生

活ができるよう、成年後見制度の活用促進、高齢者虐待への対応などを支援します。高

齢者虐待防止の啓発や予防、警察・消防・弁護士会、地域組織や在宅介護支援センター

等の関係者による高齢者虐待防止ネットワークの構築を図ります。 

② 地域福祉権利擁護事業の利用支援 

地域福祉権利擁護事業の窓口である市社会福祉協議会との連携を強化し、判断能力に

不安を持った方々への日常生活上の金銭管理や、福祉サービスの利用援助（代行、代理、

情報提供）などの支援を行い、高齢者が地域で安心して生活できる体制づくりを推進し

ます。 

③ 成年後見制度の促進 

判断能力が十分でなく、財産管理や福祉サービスの利用など、自分で行うことが困難

な認知症高齢者等に対し、成年後見制度の利用について適切に支援するとともに、必要

に応じて市長申立による制度活用を図るなど、成年後見制度利用支援事業を活用し、意

思決定の不十分な方々への支援体制の構築を図ります。 

④ 支援体制の構築 

成年後見制度や地域福祉権利擁護事業をはじめとした、権利擁護に関する制度の円滑

な利用に向け、令和３（2021）年度より、本市と上北地域６町村が共同で、（仮称）

三沢・上北広域権利擁護支援センターを設置し、関係団体と連携強化を図るとともに、

切れ目のない支援体制の構築を図ります。 
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⑤ 制度の啓発 

成年後見制度や地域福祉権利擁護事業などの各種制度について、高齢者はもとより高

齢者を取り巻く家族・団体などへの啓発活動を行い、適切に利用できる体制づくりを推

進します。 

（３）体制強化に向けた自己評価と市評価の実施 

地域包括支援センターの効果的な運営の継続には、その運営や取組に対する点検や評

価を継続的に行っていくことが有効であることから、市介護保険事業運営協議会による

評価やＰＤＣＡの充実等により、継続的な評価・点検を強化します。 

（４）在宅介護支援センターの活用 

住民の利便性を考慮し、地域包括支援センターにつなぐための相談窓口として、ブラ

ンチ方式により市内４事業所に委託し、高齢者の実態把握や介護予防事業の企画・運営、

家族への介護指導及び支援、処遇困難事例への対応など、様々な事業を展開しています。 

地域における相談窓口として、高齢者の介護・生活支援・安心安全の確保などに関す

る事業を地域包括支援センターと連携し推進します。 

（５）地域包括支援センターや生活支援・介護予防サービスの情報公表 

地域包括ケアシステム構築に向けては、医療・介護サービスの情報に加えて地域包括

支援センターや生活支援・介護予防サービスを行う事業所、団体、ボランティア等の所

在地や、事業・サービス内容などについて地域で共有される資源として広く住民に伝え

ていくことが必要となりますので、積極的に情報発信します。 
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３ 在宅医療・介護連携の推進 

本市が主体となって推進している在宅医療・介護連携では、医療ニーズと介護ニーズを

併せ持つ高齢者を地域で支えていくために、医療計画に基づく医療機能の分化と併行して、

各日常生活圏域で求められる在宅医療・介護連携のための体制を充実させることが必要と

なります。本市では、医師会等の協力を得ながら在宅医療・介護連携を計画的かつ効果的

に推進するとともに、市民に対して医療・介護サービスの理解を深めてもらえるよう、施

策に関する的確な情報を提供し、わかりやすい説明に努めます。 

■ 在宅医療・介護連携の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）在宅医療・介護連携の基盤整備 

在宅医療・介護連携推進事業は、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住

み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、関係機関が連携し多職種

協働により切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築を推進するために、地域の実

情を把握・分析した上で、住民や地域の医療・介護関係者と地域の目指すべき姿（地域

の理想像）を共有し、医療機関と介護事業所等の関係者との協働・連携を目的としてい

ます。 



第４章 施策の推進 

65 

本市では、平成28（2016）年度より、在宅医療・介護連携推進協議会を組織し、切

れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築に向け、現状の分析、課題の抽出、施策の

立案を実施します。 

① 地域の医療・介護の資源の把握 

地域の医療機関、介護事業所の機能等の社会資源及び在宅医療・介護サービス利用者

の情報を把握、整理した上で、医療・介護関係者の連携を支援する施策の立案等に活用

するとともに、医療・介護関係者がそれぞれの役割等について、理解を深めるよう努め

ます。また、医療・介護関係者の連携に必要な情報を提供することにより、照会先や協

力依頼先を適切に選択、連絡できるようにし、把握した情報を活用して、地域住民の医

療・介護へのアクセスの向上を支援していきます。 

② 在宅医療・介護連携の課題の抽出 

地域の医療・介護関係者等が参画する会議を開催し、在宅医療・介護連携の現状の把

握と課題の抽出、解決策の検討を行います。 

また、将来の人口動態や地域特性に応じた在宅医療などのニーズの推計を算出し、課

題の抽出を行い、これに対応する施策を検討します。施策については、事業の評価・見

直し時期を設定し、目標に向けた取組の評価・改善を行います。 

③ 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 

地域の医療・介護関係者の協力を得ながら、切れ目なく在宅医療と介護サービスが一

体的に提供される体制の構築を目指します。 

（２）在宅医療・介護連携に関する取組 

① 在宅医療・介護連携に関する相談支援 

地域の在宅医療と介護の関係者、地域包括支援センター等からの在宅医療と介護の連

携に関する相談窓口を設置し、在宅医療・介護の連携を支援する地域連携推進員を配置

し運営を行います。また、必要に応じて、相談会の開催や退院の際の地域の医療関係者

と介護関係者の連携の調整、患者、利用者又は家族の要望を踏まえた、地域の医療機関

等・介護事業者相互の紹介を行います。 

② 地域住民への普及啓発 

地域の在宅医療・介護連携を推進するには、医療・介護関係者（関係団体）の連携だ

けではなく、地域住民が在宅医療や介護について理解し、在宅での療養が必要になった

ときに必要なサービスを適切に選択できるようにすることも重要です。そのため、看取

りや認知症に関する取組等の最近の動向を踏まえた在宅医療・介護連携に関する講演会

やシンポジウム等の開催、在宅医療・介護サービスに関するパンフレットの作成・配布、

ウェブサイトの作成等により、地域住民の在宅医療・介護連携の理解の促進を図ります。 
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③ 医療・介護関係者の情報共有の支援 

患者・利用者の在宅療養生活を支えるために、患者・利用者の状態の変化等に応じて、

医療・介護関係者間で速やかな情報共有が行われる必要があります。在宅での看取り、

急変時、入退院時等に活用できる情報共有の手順等を定めたツールを地域の実情に応じ

て整備します。 

④ 医療・介護関係者の研修 

事業への理解と相互の理解を深め、多職種でのグループワーク等の協働・連携に関す

る研修を行います。また、必要に応じて、地域の医療関係者に対して介護に関する研修

会、介護関係者に対して医療に関する研修会の開催等を推進します。 

（３）県（保健所等）との連携による取組 

① 在宅医療・介護連携のための技術的支援 

在宅医療・介護連携推進のための情報提供や研修会、他市町村の取組事例の横展開、

必要なデータの分析・活用、地域の実情に応じた資源や活動をコーディネートできる人

材や事業を総合的に進める人材の育成・配置等については、県（保健所等）の支援を得

ながら推進します。 

② 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携 

二次医療圏内にある市町村等及び二次医療圏をまたぐ広域連携が必要な事項につい

ての検討、県の医療及び福祉の両部局との連携、関係団体（県医師会などの県単位の機

関）との調整や、市と地域の関係団体との連携体制の構築等については、県（保健所等）

による支援を得ながら推進します。 

 

４ 認知症施策の推進 

認知症施策は、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ご

せる社会を目指し、認知症の人やその家族の意見も踏まえて、「共生」と「予防」の施策を

推進することが重要です。 

そのため、新たに定められた『認知症施策推進大綱』では、「① 普及啓発・本人発信支

援」「② 予防」「③ 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援」「④ 認知症バリアフリ

ーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援」「⑤ 研究開発・産業促進・国際展

開」を５つの柱とし、これに沿って施策を推進することとしています。 

本市においても『認知症施策推進大綱』に基づき、認知症の人ができる限り地域のよい

環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指します。 
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（１）普及啓発・本人発信支援 

認知症サポーターの養成等を通じて認知症に関する理解促進や相談先の周知、認知症

の本人からの発信支援に取り組みます。また、認知症に関する正しい知識と理解に基づ

き、「通いの場」における活動の推進など、予防を含めた認知症への「備え」としての取

組を推進します。 

① 認知症サポーターの養成と活用 

地域における認知症への正しい理解と支援の必要性を普及・促進するため、認知症サ

ポーターの養成を推進します。特に、地域において認知症の人との関わりが多い職業の

従事者等や学生、子どもに対する養成講座の拡大に努めます。 

② 認知症に対する知識の普及・啓発 

世界アルツハイマーデー及び月間などの機会に、認知症の理解を深めるための講座等

を開催し、認知症に関するイベント等による普及・啓発に努めます。また、認知症の人

本人からの発信ができる機会の拡大に努めます。  

① 普及啓発・本人発信支援 

・企業・職域での認知症サポーター養成の推進 

・「認知症とともに生きる希望宣言」の展開  等 

 

 
 
・高齢者等が身近で通える場「通いの場」の拡充 

・エビデンスの収集・普及         等 

 

 
 
・早期発見・早期対応の体制の質の向上、連携強化 

・家族教室や家族同士のピア活動等の推進  等 

 

 
 
 
・認知症になっても利用しやすい生活環境づくり 

・企業認証・表彰の仕組みの検討 

・社会参加活動等の推進          等 

 

 
 
・薬剤治験に対応できるコホートの構築   等 

② 予防 

【基本的考え方】 
認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し認知症の人や 

家族の視点を重視しながら「共生」※１と「予防」※２を車の両輪として施策を推進 

※１「共生」とは、認知症の人が、尊厳と希望を持って認知症とともに生きる、また、認知症があってもなくても同じ社会
でともに生きるという意味 

※２「予防」とは、「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩や
かにする」という意味 

 

認知症施策推進大綱（概要）（令和元年６月18日認知症施策推進関係閣僚会議決定） 

○ 認知症は誰もがなりうるものであり、家族
や身近な人が認知症になることなども含め、
多くの人にとって身近なものとなっている。 

○ 生活上の困難が生じた場合でも、重症化を
予防しつつ、周囲や地域の理解と協力の下、
本人が希望を持って前を向き、力を活かして
いくことで極力それらを減らし、住み慣れた
地域の中で尊厳が守られ、自分らしく暮らし
続けることができる社会を目指す。 

○ 運動不足の改善、糖尿病や高血圧症等の
生活習慣病の予防、社会参加による社会的
孤立の解消や役割の保持等が、認知症の発
症を遅らせることができる可能性が示唆さ
れていることを踏まえ、予防に関するエビ
デンスを収集・普及し、正しい理解に基づ
き、予防を含めた認知症への「備え」として
の取り組みを促す。結果として 70 歳代での
発症を 10 年間で１歳遅らせることを目指
す。また、認知症の発症や進行の仕組みの
解明や予防法・診断法・治療法等の研究開
発を進める。 

対象期間：令和７（2025）年まで 

④ 認知症バリアフリーの推進・若年性 
認知症の人への支援・社会参加支援 

③ 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

⑤ 研究開発・産業促進・国際展開 

認
知
症
の
人
や
家
族
の
視
点
の
重
視 

コンセプト 具体的な施策の５つの柱 
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③ 相談体制の充実 

相談窓口の情報を市のホームページ等へ掲載し、市民への周知を図ります。 

（２）予防 

かかりつけ医など、地域資源となる関係機関・団体などとの連携を強化しながら、薬

剤師会で実施している「まちかど相談薬局」や地域包括支援センターをはじめとする相

談窓口、訪問指導などによる早期発見・早期対応に努めるとともに、専門医への受診や

相談につなげるための相談体制等の充実を図ります。 

また、通いの場等を活用し、専門職が関与する健康相談等の開催を推進します。 

（３）医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

認知機能低下のある人（軽度認知障害を含む）や認知症の人に対して、早期発見・早

期対応が行えるよう、かかりつけ医、地域包括支援センター、認知症地域支援推進員、

認知症初期集中支援チーム等のさらなる質の向上や連携の強化を推進します。 

① 認知症地域支援推進員の活動の推進 

認知症の人やその家族への支援を効果的に行うため、認知症地域支援推進員を配置し、

医療機関や介護サービス及び地域の支援機関の間の連携を図るための支援や、認知症の

人やその家族を支援する相談業務等を行います。 

また、認知症ケアパスの作成や活用の促進、認知症カフェを活用した取組の実施を推

進します。 

② 認知症初期集中支援チームの活動の推進 

本市では、地域包括支援センターに認知症初期集中支援チームを整備し、認知症の早

期診断・早期対応を図り、認知症になっても安心して生活できる地域づくりを目指して

います。 

③ 認知症に適応した介護サービスの提供体制 

認知症の人に対して、一人ひとりの状況に応じた適切な介護サービスを提供できるよ

う、介護サービス基盤整備や介護人材確保、介護従事者の認知症対応力向上のための取

組を推進します。 

④ 介護者への支援 

認知症の人の介護者の負担軽減や生活と介護の両立が図れるよう、認知症の人やその

家族、地域住民、専門職等の誰でも参加でき、話し合う事ができる場所「認知症カフェ」

を開設することにより、認知症になっても住み慣れた地域で安心して自分らしい生活が

送れる環境を整備し、認知症の家族の介護負担の軽減を図るとともに、認知症について

の正しい知識の普及啓発を行い、認知症の人やその家族を支えるあたたかい地域づくり

を目指します。  
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（４）認知症バリアフリーの推進と社会参加支援 

認知症になってからもできる限り住み慣れた地域で普通に暮らし続けられるよう、生

活のあらゆる場面での障壁を減らしていく「認知症バリアフリー」の取組を推進します。 

① 地域の見守りネットワーク構築による支援 

認知症高齢者やその家族が安心して暮らせるよう、地域、関係機関・団体等との連携を

図り、「地域きずなサポーター」などのネットワークによる支援体制の確立を図ります。 

② 「チームオレンジ等」の構築 

認知症サポーター等を認知症の人やその家族の支援ニーズに合った具体的な支援に

つなげる仕組み「チームオレンジ等」の構築を図ります。 

③ 権利擁護の取組の推進 

成年後見制度の利用促進や市民後見人の育成及び活用等、地域における支援体制の整

備を推進します。 

④ 若年性認知症の人への支援・社会参加支援 

県の若年性認知症支援コーディネーターとの連携による若年性認知症の人への支援

や、地域支援事業等を活用した認知症の人の社会参加活動の促進を図ります。 

■ チームオレンジのイメージ図 
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５ 生活支援・介護予防サービスの体制整備 

単身又は夫婦のみの高齢者世帯等の支援を必要とする高齢者の増加に伴い、地域サロン

の開催、見守り・安否確認、外出支援、買い物・調理・掃除等の家事支援等、生活支援の

必要性が増加していることから、地域の実情に応じて多様な主体が生活支援・介護予防サ

ービスを提供していくことが求められています。また、地域の中で役割を持って活動・生

活することが生きがいや介護予防にも繋がっていきます。 

生活支援・介護予防サービスの充実においては、高齢者の社会参加や社会的役割を持つ

ことが高齢者の生きがいや介護予防に繋がるという観点から、高齢者等の地域住民の力を

活かしながら事業を推進することが期待できます。そのため、本市では地域の課題や資源

を把握した上で、介護人材確保のためのボランティアポイントの活用、地域の支え合い・

助け合い活動のための事務手続き支援事業等を活用したボランティア活動や就労的活動

等への高齢者の社会参加の促進など、地域の実態や状況に応じた様々な取組の推進を図り

ます。 

また、生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）と協働しながら協議体の運営

に積極的に関与して取組を進めます。 

（１）生活支援事業の基盤体制 

生活支援サービスや社会参加へのニーズは、地域の高齢化や社会資源等の状況に応じ

て様々なものが想定されるため、多様な主体（ＮＰＯ、民間企業、協同組合、社会福祉

法人、ボランティア等）による多様なサービスの提供体制を構築する必要がありますが、

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）や協議体の設置により体制整備を行

いながら取組を推進します。 

① 生活支援コーディネーターの配置 

高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送る事ができるように、関係者間のネット

ワーク構築や、見守り支援、通いの場、日常生活の支援などの地域の課題について、地

域の方々と一緒になって考え地域の支え合い体制づくりを支援するなど、住民に寄り添

いながらその活動を支援する「生活支援コーディネーター」を日常生活圏域４圏域に配

置します。 

② 協議体の設置 

平成28（2016）年度より第１層協議体である「生活支援・介護予防体制整備推進

協議会」を組織しました。また、今後は、日常生活圏域内にも第２層協議体を順次設置

し、体制整備と強化を図っていきます。 

③ 就労的活動支援コーディネーター（就労的活動支援員）の配置 

高齢者一人ひとりの特性や希望に合った就労的活動のコーディネートを行う「就労的

活動支援コーディネーター（就労的活動支援員）」を配置します。  
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６ 地域ケア推進会議の推進 

本市では地域包括ケアシステムの構築を進めるにあたり、民生委員や町内会等の地域の

支援者・団体や専門的視点を持つ多職種を交え、①個別課題の解決、②地域包括支援ネッ

トワークの構築、③地域課題の発見、④地域づくり、資源開発、⑤政策の形成という５つ

の機能を持つ地域ケア推進会議を活用し、高齢者個人に対する支援の充実とそれを支える

社会基盤の整備を同時に推進します。 

（１）地域ケア推進会議の運営と課題検討 

保健・医療・福祉等の専門機関や市民組織、民間企業、社会福祉協議会等、多職種協

働により、地域包括ケアシステムを構築していく上での課題と目標、それぞれの役割分

担についての考え方を共有し、地域ケアの仕組みづくりを推進するとともに、それぞれ

の団体が協力して取り組んでいくための協議を行います。 

（２）多職種協働によるネットワークの構築や資源開発 

平成28（2016）年度より、多職種の協議体である「地域ケア推進会議」を組織しま

した。 

この多職種協働のもと、地域の課題分析と在宅生活の支援の充実に向けた検討を行い、

高齢者の自立支援に資するケアマネジメントを地域全体に普及することにより、地域で

高齢者を支えるネットワークを強化するとともに、公的サービスのみならず他の社会資

源も積極的に活用しながら、多職種で共有された地域課題に必要な資源開発を図ってい

きます。 

 

７ 高齢者の居住安定に係る施策との連携 

住まいは地域包括ケアシステムの基礎となるため、地域においてそれぞれの生活のニー

ズに合った住まいが提供され、かつ生活支援サービスを利用しながら個人の尊厳が確保さ

れた生活の実現が、保健・医療・介護などサービス提供の前提となります。 

（１）養護老人ホームや軽費老人ホームへの入所措置 

今後は生活困窮者や社会的に孤立する高齢者など、多様な生活課題を抱える高齢者の

増加が見込まれることから、高齢者のうち環境上の理由及び経済的理由により居宅にお

いて養護を受けることが困難な高齢者は入所によって養護します。 

（２）住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の需要把握 

「有料老人ホーム」及び「サービス付き高齢者向け住宅」が増加し、多様な介護ニー

ズの受け皿となっている状況を踏まえ、将来における需要量の把握に努めます。 

また、これらの質の確保を図るため、未届けの施設については積極的に県に情報提供

するとともに介護サービス相談員を積極的に活用していきます。 
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■ 有料老人ホームの実績と見込み 
単位：か所 

指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

届け済施設数 3 3 3 3 3 3 3 

未届け施設数 0 0 0 0 0 0 0 

■ サービス付き高齢者向け住宅の実績と見込み 
単位：か所 

指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

届け済施設数 5 5 5 5 5 5 5 

未届け施設数 0 0 0 0 0 0 0 
 

（３）居住支援協議会等の場を活用した低廉な家賃の住まいの活用 

持家や賃貸住宅の住宅改修支援に加え、加齢対応構造等を備えた公営住宅その他の高

齢者に対する賃貸住宅や老人ホームに関する供給目標などについて、必要に応じて居住

支援協議会※2等の場を活用するとともに、県と連携を図りながら取り組みます。 

（４）高齢者住宅対策 

公営住宅の建替えに合わせて、段差解消や手すりの取り付けなどを施した高齢者仕様

の住宅（シルバーハウジング）の建設を行い、現在、29世帯が入居しています。 

入居者に対しては、「生活援助員（ライフサポートアドバイザー）」を派遣するなど、

高齢者が地域の中で、安全で自立した生活を送ることができるよう取組を推進します。 

 

  

                                        
※2 居住支援協議会：住宅確保要配慮者（低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭そ

の他住宅の確保に特に配慮を要する者）の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図る

ため、地方公共団体や関係業者、居住支援団体等が連携（住宅セーフティネット法第

10条第１項）し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情

報の提供等の支援を実施するものです。 
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推進施策Ⅴ 持続可能な介護保険事業の運営 

１ 保険者機能の強化 

団塊世代が75歳以上となる令和７（2025）年や、団塊ジュニア世代が65歳以上とな

り、高齢者数がピークを迎える令和22（2040）年も見据えつつ、制度の持続可能性を確

保するために引き続き高齢者が自身の能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

ような支援が必要とされています。また、要介護状態等となることの予防、要介護状態等

の軽減・悪化防止といった制度の理念を堅持して質が高く、必要なサービスを提供すると

ともに、財源と人材とをより重点的・効率的に活用する仕組みづくりを行います。 

効果的・効率的な介護給付を推進するためには、介護給付を必要とする受給者を適切に

認定し、受給者が真に必要とする過不足のないサービスを事業者が適切に提供するよう促

します。これにより適切なサービス提供の確保と、その結果として費用の効率化を通じた

介護給付の適正化を図りながら介護保険制度の信頼感を高め、持続可能な介護保険制度の

構築につなげます。 

また、地域の実情やこれまでの介護給付の適正化の取組を踏まえ、実施する具体的な取

組内容や実施方法とその目標等を定めるとともに、県国民健康保険団体連合会のＫＤＢシ

ステム等を活用するなど、県と協力しながら一層の推進が必要となります。 

（１）介護人材の確保 

生産年齢人口が減少する中において、介護現場が地域における介護ニーズに応え、介

護人材が利用者や家族からも感謝され、やりがいを持って働き続けられる環境づくりを

進めるために、職場の良好な人間関係づくりや結婚や出産、子育て、介護を続けながら

働ける環境整備を介護サービス事業者に対して協力要請していきます。 

また、介護現場における業務仕分けや介護ロボットやＩＣＴの活用、元気高齢者を含

めた介護人材の確保・定着、「介護離職ゼロ」の実現、介護という仕事の魅力発信等の介

護現場革新等については、県と連携しながら取組を推進し、介護職場のイメージの刷新

に努めます。 

（２）介護給付サービスの質の向上 

介護スタッフを対象とした研修の実施等により、人材育成の取組を推進し、介護給付

サービスの質の向上を図ります。 

① 利用者からの苦情対応 

利用者が安心してサービスを利用できるよう、地域包括支援センター等の窓口で苦情

相談に対応していきます。  
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② 適切なケアプラン作成の支援 

ケアマネジャーが作成するケアプランの質をより高めていくために、年2回開催する

ケアプラン適正化説明会において、必要な情報提供を行います。 

また、ケアマネジャーの困難事例への対応、業務上の相談や適切なケアプランの作成

支援に向けて、地域ケア会議の活用を図ります。 

③ 施設サービスの質の向上 

施設サービスへの第三者評価を導入し、事業者の自主的なサービスの質の向上及び利

用者が的確にサービスを選択できるシステムの確立を図ります。 

（３）介護給付等費用適正化事業 

介護保険給付費の適正な支出を図るため、①要介護認定の適正化、②ケアプランの点

検、③住宅改修等の点検、④医療情報との突合・縦覧点検、⑤介護給付費の通知の主要

５事業に関する具体的な実施方法とその目標等を定め、主体的・積極的に取り組みます。

（資料編参照） 

① 要介護認定の適正化 

指定居宅介護支援事業者、施設又は介護支援専門員が実施した変更認定又は更新認定

に係る認定調査の内容を市の専任職員等が訪問又は書面等の審査により点検します。 

本市では、新規、区分変更申請については保険者が直接行い、更新申請については事

業所への委託により実施します。また、同じ調査員が調査を行わない配慮をするととも

に、複数回にわたる更新申請時には、直接保険者が認定調査を行います。 

② ケアプランの点検 

介護支援専門員が作成した居宅介護サービス計画、介護予防サービス計画の記載内容

について、事業者からの提出又は事業所への訪問調査等により、市職員等の第三者がそ

の内容等の点検及び指導を行います。 

また、ケアプランの作成に関わる介護支援専門員の資質向上に資するための方策を検

討して支援します。 

③ 住宅改修等の点検 

◆ 住宅改修の点検 

居宅介護住宅改修費の申請時に住宅の実態確認、利用者の状態確認又は工事見積書の

点検、竣工後の訪問調査等により施工状況の点検を行います。 

◆ 福祉用具の点検 

福祉用具利用者に対する訪問調査等により、福祉用具の必要性や利用状況等を点検し

ます。 
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④ 医療情報との突合・縦覧点検 

後期高齢者医療制度及び国民健康保険の入院情報等と介護保険の給付情報を突合し、

給付日数や提供されたサービスの整合性の点検を行います。 

また、受給者ごとに複数月にまたがる支払情報（請求明細書の内容）を確認し、提供

されたサービスの整合性の点検を行います。 

⑤ 介護給付費の通知 

介護サービス利用者に対して、介護保険給付費通知書を発送し、サービスの請求状況

及び費用等について通知します。 

（４）その他 

① 情報提供・相談体制の強化 

介護保険制度の基本的な考え方やサービス内容等について、市の広報紙やCATV「マ

ックテレビ」を活用して情報提供を行います。 

また、社会福祉協議会や老人クラブなど関係機関・団体等と連携しながら、様々な地

域活動の機会を積極的に利用した広報活動を行います。 

さらに、青森県介護保険審査会や青森県国民健康団体連合会と連携を図りながら、市

や地域包括支援センター及び社会福祉協議会等においても、身近な窓口として要介護認

定に関する相談や苦情に応じる体制を強化します。 

② 要介護認定を行う体制の計画的な整備 

今後も高齢者の増加に伴う要介護認定申請件数の増加が見込まれることから、要介護

認定制度における業務の簡素化等も踏まえながら、要介護認定を遅滞なく適正に実施す

るために必要な体制を計画的に整備していきます。 

③ 文書負担の軽減に向けた取組 

業務の効率化の取組として、介護現場におけるＩＣＴの活用等や介護分野の文書に係

る負担軽減のため、個々の申請様式・添付書類や手続きに関する簡素化、様式例の活用

による標準化やＩＣＴ等の活用を推進し、県による支援や県及び近隣市町村との連携を

図ります。 
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２ 介護保険サービス体系 

平成18（2006）年度の介護保険制度の改正により、「介護予防サービス」及び「地域

密着型サービス」がはじまるなど、介護保険サービス体系は変わりました。 

要支援者に対する給付は、介護予防支援、介護予防サービス、地域密着型介護予防サー

ビスからなる「予防給付」、要介護者に対する給付は、居宅介護支援、居宅サービス、施設

サービス、地域密着型サービスからなる「介護給付」となっています。 

また、「地域支援事業」も同時に実施されて、要支援や要介護状態になるおそれのある

高齢者を対象に介護予防事業をはじめとした日常生活支援総合事業を実施することで、要

支援や要介護状態になることを防止するとともに、地域の包括的・継続的なケア体制の確

立を目指します。 

■ 介護保険給付サービスのメニュー 

 予防給付 介護給付 

都
道
府
県
・
政
令
市
・
中
核
市
が 

指
定
・
監
督
を
行
う
サ
ー
ビ
ス 

  

市
町
村
が
指
定
・ 

監
督
を
行
う
サ
ー
ビ
ス 

  

そ
の
他 

○介護予防住宅改修 ○居宅介護住宅改修 

※平成30（2018）年度から新設され、令和５年度（2023年度）末に廃止が予定されている介護療養型医療施設から

の転換等が見込まれています。  

◎介護予防サービス 

 

 

 

 

 
 

 

○介護予防特定施設入居者生活介護 

○介護予防福祉用具貸与 

○特定介護予防福祉用具販売 

【訪問サービス】 
○介護予防訪問入浴介護 
○介護予防訪問看護 
○介護予防訪問 

リハビリテーション 
○介護予防居宅療養管理

指導 

【通所サービス】 
○介護予防通所 

リハビリテーション 

【短期入所サービス】 
○介護予防短期入所 

生活介護 

（ショートステイ） 
○介護予防短期入所療

養介護 

◎居宅介護サービス 

 

 

 

 

 
 
 
 

○特定施設入居者生活介護 

○福祉用具貸与 
○特定福祉用具販売 

【訪問サービス】 
○訪問介護（ホーム 

ヘルプサービス） 
○訪問入浴介護 
○訪問看護 
○訪問 

リハビリテーション 
○居宅療養管理指導 

【通所サービス】 
○通所介護 

（デイサービス） 
○通所 

リハビリテーショ
ン 

【短期入所サービス】 

○短期入所生活介護 

（ショートステイ） 
○短期入所療養介護 

◎施設サービス 
○介護老人福祉施設 
○介護老人保健施設 
○介護療養型医療施設 

○介護医療院※ 

◎介護予防支援 

◎地域密着型介護予防サービス 
○介護予防認知症対応型通所介護 

○介護予防小規模多機能型居宅介護 
○介護予防認知症対応型共同生活介護 

（グループホーム） 

◎居宅介護支援 

◎地域密着型サービス 
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

○夜間対応型訪問介護 
○地域密着型通所介護 
○認知症対応型通所介護 

○小規模多機能型居宅介護 
○認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 
○地域密着型特定施設入居者生活介護 

○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 
○看護小規模多機能型居宅介護 
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（１）介護保険サービス利用者数の推移 

介護保険サービス利用者数は、制度開始以降増加の一途をたどり、平成25（2013）

年度では平成12（2000）年度の約2.5倍まで増加していましたが、平成28（2016）

年度をピークに減少に転じています。 

居宅介護サービスは、平成18（2006）年度の介護保険制度改正により地域密着型サ

ービスの訪問介護、通所介護が開始されたことにより、利用者は減少しています。 

施設介護サービスについては、やや減少傾向にあります。 

■ 介護保険サービス利用者数の推移 
単位：人 

 
H25年度 

(2013年度) 
H26年度 

(2014年度) 
H27年度 

(2015年度) 
H28年度 

(2016年度) 
H29年度 

(2017年度) 
H30年度 

(2018年度) 
R1年度 

(2019年度) 

居宅介護 1,159 1,183 1,190 1,187 1,058 1,034 998 

地域密着型 222 249 261 367 374 384 392 

施
設
介
護 

介護老人 
福祉施設 

116 120 138 142 139 132 137 

介護老人 
保健施設 

88 97 94 80 84 62 74 

介護療養型 
医療施設 

6 4 3 2 0 1 2 

合計 1,591 1,653 1,686 1,778 1,655 1,613 1,603 

未利用 132 201 152 16 55 93 24 

資料：介護保険事業状況報告 

※各サービスの利用者数は、各年度末の数値 

（２）保険給付費の推移 

居宅サービスの介護給付費は平成27（2015）年をピークに減少に転じ、予防給付費

は平成26（2014）年度をピークに減少しています。一方、地域密着型サービスの介護

給付費は年々増加し、令和元（2019）年度には予防給付費を合わせ約8.8億円となっ

ています。また、保険給付費の合計は30億円前後で推移しています。 

■ 保険給付費の推移 
単位：千円 

 
H25年度 

(2013年度) 
H26年度 

(2014年度) 
H27年度 

(2015年度) 
H28年度 

(2016年度) 
H29年度 

(2017年度) 
H30年度 

(2018年度) 
R1年度 

(2019年度) 

居宅 
サービス 

介護 1,542,642 1,610,575 1,633,667 1,522,269 1,508,831 1,470,997 1,497,153 

介護 
予防 

123,671 127,043 110,576 104,217 79,992 42,885 43,422 

地域密着型
サービス 

介護 570,525 614,693 640,239 732,293 780,480 831,313 866,077 

介護 
予防 

9,398 12,178 13,036 11,037 12,163 11,399 10,731 

施設サービス 663,235 670,070 686,305 686,202 659,840 631,476 637,108 

合計 2,909,471 3,034,559 3,083,823 3,056,018 3,041,305 2,988,070 3,054,491 

資料：介護保険事業状況報告 

※総給付費については、各年度の介護保険特別会計決算書 
※保険給付費には審査支払手数料は含まれていない数値  
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（３）地域支援事業費の推移 

地域支援事業費は年々増加し、令和２（2020）年度は２億円を超える見込みとなっ

ています。 

■ 地域支援事業費の推移 
単位：円、％ 

区分 
H29年度 

(2017年度) 
H30年度 

(2018年度) 
R1年度 

(2019年度) 
R2年度 

（2020年度） 

地域支援事業費 128,877,938 186,837,429 198,688,935 220,234,400 

 

介護予防事業 62,914,988 86,805,879 102,134,722 117,858,400 

包括的支援事業 22,679,649 68,730,864 64,697,125 68,788,000 

任意事業 43,283,301 31,300,686 31,857,088 33,588,000 

第７期計画時の 
保険給付費との比較 

― 145.0 154.2 170.9 

資料：介護保険事業状況報告 

※R2（2020）年度の地域支援事業費は見込額、総合事業による事業量増額分を含む。 
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（４）介護（予防）給付費の第７期計画値と実績値との比較 

介護給付費は、全体的に計画値をやや下回る状況となっています。訪問リハビリテー

ションは、計画値に対して平成30（2018）年度が約1.4倍、令和元（2019）年度が

約1.8倍の伸びを見せています。訪問入浴介護・特定福祉用具購入費・住宅改修費は、

平成30（2018）・令和元（2019）年度とも大きく計画値を下回っています。また、

介護療養型医療施設は、平成30（2018）年度が計画値の約４分の１となっています。 

介護給付費全体では、平成30（2018）年度は3.6％（109,554千円）減、令和元

（2019）年度は0.9％（26,850千円）減となっています。 

■ 介護給付費の第７期計画値と実績値との比較 
単位：千円、％ 

 
計画値 実績値 対計画値 

H30年度 
(2018年度) 

R1年度 
(2019年度) 

H30年度 
(2018年度) 

R1年度 
(2019年度) 

H30年度 
(2018年度) 

R1年度 
(2019年度) 

（１）居宅サービス 1,415,749 1,394,049 1,334,050 1,364,553 94.2 97.9 

 ①訪問介護 330,456  335,759  302,462  307,428  91.5 91.6 

 ②訪問入浴介護 11,784  12,400  8,118  8,102  68.9 65.3 

 ③訪問看護 95,426  90,006  92,268  97,463  96.7 108.3 

 ④訪問リハビリテーション 1,724  1,725  2,411  3,121  139.8 180.9 

 ⑤居宅療養管理指導 12,299  12,305  9,995  10,358  81.3 84.2 

 ⑥通所介護 351,117  332,205  377,130  357,668  107.4 107.7 

 ⑦通所リハビリテーション 132,265  125,571  143,341  150,823  108.4 120.1 

 ⑧短期入所生活介護 79,768  82,383  70,721  77,880  88.7 94.5 

 ⑨短期入所療養介護（老健） 15,660  16,999  12,975  9,974  82.9 58.7 

 ⑩短期入所療養介護（病院等） 0 0 1,449  463  - - 

 ⑪短期入所療養介護（介護医療院） 0 0 0 0 - - 

 ⑫福祉用具貸与 70,300  68,990  71,839  69,550  102.2 100.8 

 ⑬特定福祉用具購入費 3,320  3,938  1,347  1,883  40.6 47.8 

 ⑭住宅改修費 4,489  4,489  1,876  2,012  41.8 44.8 

 ⑮特定施設入居者生活介護 307,141  307,279  238,118  267,828  77.5 87.2 

（２）地域密着型サービス 855,319 865,143 831,314 866,074 97.2 100.1 

 
①定期巡回・随時対応型 
訪問介護看護 

0  0  0  0  - - 

 ②夜間対応型訪問介護 0  0  0  0  - - 

 ③地域密着型通所介護 96,870  99,816  79,945  80,775  82.5 80.9 

 ④認知症対応型通所介護 22,682  22,692  20,838  24,590  91.9 108.4 

 ⑤小規模多機能型居宅介護 207,382  203,242  197,688  200,115  95.3 98.5 

 ⑥認知症対応型共同生活介護 273,089  283,983  300,007  302,914  109.9 106.7 

 
⑦地域密着型 
特定施設入居者生活介護 

0  0  0  0  - - 

 
⑧地域密着型介護老人福祉 
施設入所者生活介護 

255,296  255,410  232,836  257,680  91.2 100.9 

 ⑨看護小規模多機能型居宅介護 0  0  0  0  - - 

（３）施設サービス 644,474 644,763 631,477 637,109 98.0 98.8 

 ①介護老人福祉施設 391,629  391,804  398,041  399,962  101.6 102.1 

 ②介護老人保健施設 243,826  243,935  231,220  230,116  94.8 94.3 

 ③介護医療院 0  0  0  0  - - 

 ④介護療養型医療施設 9,019  9,024  2,216  7,031  24.6 77.9 

（４）居宅介護支援 127,773  123,185  136,918  133,036  107.2 108.0 

介護給付費計 3,043,315 3,027,140 2,933,759  3,000,772  96.4 99.1 

資料：地域包括ケア「見える化」システム将来推計  
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介護予防給付費は、全体的に計画値を下回る状況となっています。特に、介護予防認

知症対応型通所介護は大幅減となっています。 

介護予防給付費全体では、平成30（2018）年度は24.5％（17,610千円）減、令

和元（2019）年度は32.1％（25,715千円）減となっています。 

■ 介護予防給付費の第７期計画値と実績値との比較 
単位：千円、％ 

 
計画値 実績値 対計画値 

H30年度 
(2018年度) 

R1年度 
(2019年度) 

H30年度 
(2018年度) 

R1年度 
(2019年度) 

H30年度 
(2018年度) 

R1年度 
(2019年度) 

（１）介護予防サービス 45,241 49,340 37,098 37,800 82.0 76.6 

 ①介護予防訪問入浴介護 0 0 0  14  - - 

 ②介護予防訪問看護 14,751  17,786  7,428  7,502  50.4 42.2 

 ③介護予防訪問リハビリテーション 0 0 133  0  - - 

 ④介護予防居宅療養管理指導 54 54 59  27  109.3 50.0 

 ⑤介護予防通所リハビリテーション 18,492  18,727  19,422  17,123  105.0 91.4 

 ⑥介護予防短期入所生活介護 0 0 154  116  - - 

 ⑦介護予防短期入所療養介護 
（老健） 

0 0 69  100  - - 

 ⑧介護予防短期入所療養介護 
（病院等） 

0  0  0  0  - - 

 ⑨介護予防短期入所療養介護 
（介護医療院） 

0  0  0  0  - - 

 ⑩介護予防福祉用具貸与 5,181  6,010  3,071  4,416  59.3 73.5 

 ⑪特定介護予防福祉用具購入費 593  593  454  743  76.6 125.3 

 ⑫介護予防住宅改修費 0  0  714  1,009  - - 

 ⑬介護予防特定施設入居者 
生活介護 

6,170  6,170  5,594  6,750  90.7 109.4 

（２）地域密着型サービス 14,710 19,406 11,400 10,731 77.5 55.3 

 
①介護予防認知症対応型 
通所介護 

1,787 3,501 139  0  7.8 0.0 

 
②介護予防小規模多機能型 
居宅介護 

12,923 15,905 11,261  9,341  87.1 58.7 

 ③認知症対応型共同生活介護 0 0 0  1,390  - - 

（３）介護予防支援 11,849  11,280  5,692  5,867  48.0 52.0 

介護予防給付費計 71,800 80,026 54,190 54,398 75.5 68.0 

資料：地域包括ケア「見える化」システム将来推計 

 

３ 介護給付サービスの見込み量と今後の方針 

（１）居宅サービス・介護予防サービスの実績と計画値 

最近では、居宅サービスについての利用率の伸びも落ち着いており、制度開始から５

年間の伸びに比べると増加傾向は鈍化していることから、大幅な増加は見込まず、主に、

要介護認定者の増加にともなう利用者の増加分を見込みます。 
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① 訪問介護 

訪問介護員（ホームヘルパー）が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介

護（身体介護）、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援（生活援助）を行うサー

ビスです。 

■ 訪問介護の実績と見込み 
単位：千円/年、回/月、人/月 

区分 指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

介護 
給付 

給付費 307,428 315,740 331,841  342,955  353,884  346,968  378,679  

回数 9,489.3 9,530.8 9,957.2  10,284.3  10,611.4  10,402.4  11,353.0  

人数 282 261 271  279  287  284  309  

② 訪問入浴介護 

看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問し、持参した浴槽によって入浴の介護を行

うサービスです。 

■ 訪問入浴介護の実績と見込み 
単位：千円/年、回/月、人/月 

区分 指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

介護 
給付 

給付費 8,102 11,174 11,628  12,370  13,044  12,370  13,429  

回数 60.0 82.0 84.9  90.3  95.0  90.3  97.9  

人数 14 20 21  22  23  22  24  

予防 
給付 

給付費 14 0 0  0  0  0  0  

回数 0.2 0.0 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

人数 0 0 0  0  0  0  0  

③ 訪問看護 

利用者の心身機能の維持回復などを目的として、看護師などが疾患のある利用者の自

宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行うサービスです。 

■ 訪問看護の実績と見込み 
単位：千円/年、回/月、人/月 

区分 指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

介護 
給付 

給付費 97,463 109,792 115,711  119,171  124,419  121,199  131,350  

回数 1,889.2 2,122.9 2,223.0  2,287.5  2,387.6  2,327.7  2,522.0  

人数 179 182 190  195  203  199  215  

予防 
給付 

給付費 7,502 8,909 8,964  9,465  9,465  9,465  10,299  

回数 183.6 213.8 213.8  226.2  226.2  226.2  245.3  

人数 20 20 20  21  21  21  23  
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④ 訪問リハビリテーション 

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが利用者の自宅を訪問し、心身機能の維持

回復や日常生活の自立に向けたリハビリテーションを行うサービスです。 

■ 訪問リハビリテーションの実績と見込み 
単位：千円/年、回/月、人/月 

区分 指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

介護 
給付 

給付費 3,121 1,136 1,143  1,143  1,143  1,143  1,143  

回数 90.6 33.9 33.9  33.9  33.9  33.9  33.9  

人数 6 2 2  2  2  2  2  

予防 
給付 

給付費 0 0 0  0  0  0  0  

回数 0.0 0.0 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

人数 0 0 0  0  0  0  0  

⑤ 通所介護 

通所介護の施設（利用定員19人以上のデイサービスセンターなど）に通う利用者に

対し、食事や入浴などの日常生活上の支援、生活機能向上のための機能訓練、口腔機能

向上サービスなどを日帰りで提供します。 

■ 通所介護の実績と見込み 
単位：千円/年、回/月、人/月 

区分 指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

介護 
給付 

給付費 357,668 342,635 358,697  367,807  379,214  375,851  409,707  

回数 3,567.8 3,330.3 3,457.0  3,538.5  3,643.9  3,620.5  3,943.1  

人数 356 324 336  344  354  352  383  

⑥ 通所リハビリテーション 

通所リハビリテーションの施設（老人保健施設、病院、診療所など）に通う利用者に

対し、食事や入浴などの日常生活上の支援、生活機能向上のための機能訓練、口腔機能

向上サービスなどを日帰りで提供します。 

■ 通所リハビリテーションの実績と見込み 
単位：千円/年、回/月、人/月 

区分 指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

介護 
給付 

給付費 150,823 149,822 156,407  160,082  165,749  163,997  177,441  

回数 1,450.1 1,390.5 1,442.1  1,470.5  1,522.1  1,509.7  1,631.0  

人数 150 139 144  147  152  151  163  

予防 
給付 

給付費 17,123 16,108 16,207  16,965  16,965  17,714  18,204  

人数 45 43 43  45  45  47  48  
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⑦ 福祉用具貸与 

指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等を踏まえ、適

切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与するサー

ビスです。 

■ 福祉用具貸与の実績と見込み 
単位：千円/年、人/月 

区分 指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

介護 
給付 

給付費 69,550 70,160 73,256  75,545  78,349  76,966  83,415  

人数 448 451 469  482  498  493  534  

予防 
給付 

給付費 4,416 4,700 4,700  4,911  4,911  5,051  5,334  

人数 65 67 67  70  70  72  76  

⑧ 短期入所生活介護 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）などが、常に介護が必要な方の短期間の入

所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供するサービ

スです。 

■ 短期入所生活介護の実績と見込み 
単位：千円/年、日/月、人/月 

区分 指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

介護 
給付 

給付費 77,880 78,282 83,456  85,644  87,305  87,305  94,144  

日数 812.8 833.9 879.9  903.8  924.1  924.1  994.0  

人数 53 43 45  46  48  48  51  

予防 
給付 

給付費 116 0 121  121  121  121  121  

日数 1.5 0.0 1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  

人数 0 0 0  0  0  0  0  

⑨ 短期入所療養介護 

医療機関や介護老人保健施設、介護医療院が、日常生活上の世話や、医療、看護、機

能訓練などを提供するサービスです。 

■ 短期入所療養介護（老健）の実績と見込み 
単位：千円/年、日/月、人/月 

区分 指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

介護 
給付 

給付費 9,974 6,472 6,512  6,516  6,516  6,516  6,516  

日数 72.6 47.1 47.1  47.1  47.1  47.1  47.1  

人数 10 6 6  6  6  6  6  

予防 
給付 

給付費 100 0 80  80  80  80  80  

日数 1.0 0.0 0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  

人数 0 0 0  0  0  0  0  
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■ 短期入所療養介護（病院等）の実績と見込み 
単位：千円/年、日/月、人/月 

区分 指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

介護 
給付 

給付費 463  0  945  946  946  946  946  

日数 4.9  0.0  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  

人数 1  0  1  1  1  1  1  

予防 
給付 

給付費 0  0  0  0  0  0  0  

日数 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

人数 0  0  0  0  0  0  0  

⑩ 居宅療養管理指導 

病院や診療所、薬局等の医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が要支援・要介護認

定者の家庭を訪問し、定期的に療養上の管理及び指導を行うサービスです。 

■ 居宅療養管理指導の実績と見込み 
単位：千円/年、人/月 

区分 指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

介護 
給付 

給付費 10,358 9,850 10,511  10,865  11,295  10,946  11,883  

人数 118 116 123  127  132  128  139  

予防 
給付 

給付費 27 30 39  39  39  39  39  

人数 1 1 1  1  1  1  1  

⑪ 特定施設入居者生活介護 

指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、食事や入浴などの日常生活上

の支援や機能訓練などを提供するサービスです。 

■ 特定施設入居者生活介護の実績と見込み 
単位：千円/年、人/月 

区分 指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

介護 
給付 

給付費 267,828 264,982 276,749  279,750  286,552  294,506  314,957  

人数 110 107 111  112  115  118  126  

予防 
給付 

給付費 6,750 6,000 6,037  6,040  6,040  6,040  7,199  

人数 7 6 6  6  6  6  7  
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⑫ 特定福祉用具購入費 

福祉用具販売の指定を受けた事業者により、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない

福祉用具を購入するものです。 

■ 特定福祉用具購入費の実績と見込み 
単位：千円/年、人/月 

区分 指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

介護 
給付 

給付費 1,883 2,000 2,145  2,145  2,145  2,145  2,145  

人数 5 6 6  6  6  6  6  

予防 
給付 

給付費 743 799 257  257  257  257  257  

人数 2 2 1  1  1  1  1  

⑬ 住宅改修 

在宅の利用者が住みなれた自宅で生活が続けられるように、住宅の改修を行うサービ

スです。 

■ 住宅改修の実績と見込み 
単位：千円/年、人/月 

区分 指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

介護 
給付 

給付費 2,012  2,008  3,139  3,139  3,139  3,139  3,139  

人数 2  2  2  2  2  2  2  

予防 
給付 

給付費 1,009 1,097 1,024  1,024  1,024  1,024  1,024  

人数 1  1  1  1  1  1  1  

⑭ 居宅介護支援（介護予防支援） 

利用者が居宅サービス等の適切な利用をすることができるよう、その身体の状況等を

勘案し、居宅サービス計画の作成や調整を行うサービスです。 

■ 居宅介護支援（介護予防支援）の実績と見込み 
単位：千円/年、人/月 

区分 指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

介護 
給付 

給付費 133,036  126,946  132,838  136,295  140,254  139,031  150,927  

人数 743  703  730  748  769  764  829  

予防 
給付 

給付費 5,867  5,720  5,808  6,023  6,075  6,181  6,498  

人数 111  109  110  114  115  117  123  
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（２）施設サービスの実績と計画値 

第８期計画期間中における介護保険施設等の施設利用者の状況及び入所待機者の状

況を便宜把握し、次期計画に向けて検討します。 

① 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

入所者が可能な限り在宅復帰できることを念頭に、常に介護が必要な方の入所を受け

入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や機能訓練、療養上の世話などを提供します。 

また、第８期計画期間中に、老朽化した１施設の建て替えを予定しています。 

■ 介護老人福祉施設の実績と見込み 
単位：千円/年、人/月 

区分 指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

介護 
給付 

給付費 399,962  409,352  411,866  412,095  412,095  455,464  493,369  

人数 134  133  133  133  133  147  159  

② 介護老人保健施設 

在宅復帰を目指している方の入所を受け入れ、入所者が可能な限り自立した日常生活

を送ることができるよう、リハビリテーションや必要な医療、介護などを提供します。 

■ 介護老人保健施設の実績と見込み 
単位：千円/年、人/月 

区分 指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

介護 
給付 

給付費 230,116  239,780  241,253  241,387  241,387  268,064  288,654  

人数 71  72  72  72  72  80  86  

③ 介護療養型医療施設 

長期にわたって療養が必要な方の入所を受け入れ、入所者が可能な限り自宅で自立し

た日常生活を送ることができるよう、機能訓練や必要な医療、介護などを提供します。 

■ 介護療養型医療施設の実績と見込み 
単位：千円/年、人/月 

区分 指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

介護 
給付 

給付費 7,031  10,870  10,937  10,943  10,943    

人数 2  3  3  3  3    

※令和6（2024）年度末の全面廃止に向け、介護医療院等へ転換することとされています。 
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④ 介護医療院 

長期にわたって療養が必要である方の入所を受け入れ、利用者が可能な限り自立した

日常生活を送ることができるよう、療養上の管理、看護、介護、機能訓練、その他必要

な医療と日常生活に必要なサービスなどを提供します。 

■ 介護医療院の実績と見込み 
単位：千円/年、人/月 

区分 指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

介護 
給付 

給付費 0  0  0  0  0  10,499  10,499  

人数 0  0  0  0  0  3  3  

（３）地域密着型（介護予防）サービスの実績と計画値 

地域密着型サービスは、市町村に指定権限があることから、地域の実情を踏まえなが

ら計画的に基盤整備を進めていくこととしており、本計画の介護保険施設等の整備計画

を勘案しながらサービス量を見込みます。 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

利用者の自宅への定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じ

て、24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供するサービスです。

また、サービスの提供にあたっては、訪問介護員だけでなく看護師なども連携している

ため、介護と看護の一体的なサービス提供を受けることもできます。 

現在、本市では実施していない事業ですが、新設・整備として令和３（2021）年度

から年間延べ60人の利用を見込みます。 

■ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の実績と見込み 

単位：千円/年、人/月 

区分 指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

介護 
給付 

給付費 0  0  10,435  10,440  10,440  10,440  10,440  

人数 0  0  5  5  5  5  5  

② 夜間対応型訪問介護 

夜間に訪問介護員（ホームヘルパー）が利用者の自宅を訪問するサービスです。「定

期巡回」と「随時対応」の2種類のサービスがあります。 

現在、本市では実施していない事業です。 
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■ 夜間対応型訪問介護の実績と見込み 
単位：千円/年、人/月 

区分 指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

介護 
給付 

給付費 0  0  0  0  0  0  0  

人数 0  0  0  0  0  0  0  

③ 認知症対応型通所介護 

通所介護の施設（デイサービスセンターやグループホームなど）に通う認知症の利用

者に対し、食事や入浴などの日常生活上の支援、生活機能向上のための機能訓練、口腔

機能向上サービスなどを日帰りで提供します。 

令和２（2020）年４月より「共用型認知症対応型通所介護」施設へ移行しています。 

■ 認知症対応型通所介護の実績と見込み 
単位：千円/年、回/月、人/月 

区分 指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

介護 
給付 

給付費 24,590 31,609 31,803  31,821  35,680  31,821  37,467  

回数 235.2 281.7 281.7  281.7  315.6  281.7  330.0  

人数 23 15 15  15  16  15  17  

予防 
給付 

給付費 0 0 0  0  0  0  0  

回数 0.0 0.0 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

人数 0 0 0  0  0  0  0  

④ 認知症対応型共同生活介護 

グループホームに入所する認知症の利用者に対し、家庭的な環境と地域住民との交流

のもとで、食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などのサービスを提供します。  

グループホームでは、1つの共同生活住居に５～９人の少人数の利用者が介護スタッ

フとともに共同生活を送ります。 

■ 認知症対応型共同生活介護の実績と見込み 
単位：千円/年、人/月 

区分 指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

介護 
給付 

給付費 302,914 312,266 323,634  330,186  336,413  342,830  371,007  

人数 99 100 103  105  107  109  118  

予防 
給付 

給付費 1,390 1,680 1,444  1,445  1,445  1,445  1,445  

人数 1 1 1  1  1  1  1  
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⑤ 地域密着型通所介護 

地域密着型通所介護の施設（利用定員19人未満のデイサービスセンターなど）に通

う利用者に対し、食事や入浴などの日常生活上の支援、生活機能向上のための機能訓練、

口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。 

■ 地域密着型通所介護の実績と見込み 
単位：千円/年、回/月、人/月 

区分 指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

介護 
給付 

給付費 80,775 74,165 77,383  78,510  82,684  79,988  87,832  

回数 868.1 788.7 816.6  827.0  864.5  844.3  924.3  

人数 102 88 91  92  96  94  103  

⑥ 小規模多機能型居宅介護 

利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者

の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支

援や機能訓練を行います。 

■ 小規模多機能型居宅介護の実績と見込み 
単位：千円/年、人/月 

区分 指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

介護 
給付 

給付費 200,115 207,691 220,078  225,449  230,135  227,015  244,948  

人数 81 85 89  91  93  92  99  

予防 
給付 

給付費 9,341 9,917 9,978  9,984  9,984  9,984  11,647  

人数 12 12 12  12  12  12  14  

⑦ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

入所定員30人未満の介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）において、常に介護

が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養

上の世話などを提供します。 

■ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の実績と見込み 

単位：千円/年、人/月 

区分 指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

介護 
給付 

給付費 257,680  268,305  269,952  270,102  270,102  296,916  327,070  

人数 81  81  81  81  81  89  98  
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⑧ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

指定を受けた入居定員30人未満の有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、食事や

入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などを提供します。 

現在、本市では実施していない事業です。 

■ 地域密着型特定施設入居者生活介護の実績と見込み 

単位：千円/年、人/月 

区分 指標 
実績 見込 計画 将来 

R１年度 
（2019年度） 

R2年度 
（2020年度） 

R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
（2025年度） 

R22年度 
（2040年度） 

介護 
給付 

給付費 0  0  0  0  0  0  0  

人数 0  0  0  0  0  0  0  

 

４ 第８期計画の事業費見込みと介護保険料 

計画見直しにおけるサービス事業量の推計による見込み量の設定は、１人あたりの保険

料の決定や市の財政に大きな影響を与えるものであり、慎重な対応が必要です。 

そこで本市では、平成30（2018）・令和元（2019）年度の介護給付実績データを精査

し、国が提示した算定基準（介護給付費推計ソフト）に基づき、以下の手順で算出しました。 

■ 介護保険料の推計手順 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総人口と 
被保険者数の設定 

介護保険事業状況 
報告の設定 

推計方法の設定 
認定者数・ 

介護サービス（実績値） 

認定者数（推計値） 

施設・居住系サービス利用者数（推計値） 

在宅サービス利用者数 
（推計値） 

在宅サービス利用回（日）数 
（推計値） 

所得段階別第 1号被保険者数・ 
基準額に対する割合 

（第８期・令和７・12・17・22年度） 
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（１）総給付費の見込み 

① 介護給付費の推計 

第８期、令和７（2025）年度及び令和22（2040）年度の介護給付費の推計は、以

下のとおりです。 

■ 介護給付費の推計 
単位：千円 

 
R3年度 

（2021年度） 
R4年度 

（2022年度） 
R5年度 

（2023年度） 
R7年度 

(2025年度) 
R22年度 

（2040年度） 

（１）居宅サービス 1,432,140 1,468,078 1,513,700 1,503,997 1,628,894 

 ①訪問介護 331,841  342,955  353,884  346,968  378,679  

 ②訪問入浴介護 11,628  12,370  13,044  12,370  13,429  

 ③訪問看護 115,711  119,171  124,419  121,199  131,350  

 ④訪問リハビリテーション 1,143  1,143  1,143  1,143  1,143  

 ⑤居宅療養管理指導 10,511  10,865  11,295  10,946  11,883  

 ⑥通所介護 358,697  367,807  379,214  375,851  409,707  

 ⑦通所リハビリテーション 156,407  160,082  165,749  163,997  177,441  

 ⑧短期入所生活介護 83,456  85,644  87,305  87,305  94,144  

 ⑨短期入所療養介護（老健） 6,512  6,516  6,516  6,516  6,516  

 ⑩短期入所療養介護（病院等） 945  946  946  946  946  

 ⑪短期入所療養介護（介護医療院） 0 0 0 0 0 

 ⑫福祉用具貸与 73,256  75,545  78,349  76,966  83,415  

 ⑬特定福祉用具購入費 2,145  2,145  2,145  2,145  2,145  

 ⑭住宅改修費 3,139  3,139  3,139  3,139  3,139  

 ⑮特定施設入居者生活介護 276,749  279,750  286,552  294,506  314,957  

（２）地域密着型サービス 933,285 946,508 965,454 989,010 1,078,764 

 
①定期巡回・随時対応型 
訪問介護看護 

10,435  10,440  10,440  10,440  10,440  

 ②夜間対応型訪問介護 0  0  0  0  0  

 ③地域密着型通所介護 77,383  78,510  82,684  79,988  87,832  

 ④認知症対応型通所介護 31,803  31,821  35,680  31,821  37,467  

 ⑤小規模多機能型居宅介護 220,078  225,449  230,135  227,015  244,948  

 ⑥認知症対応型共同生活介護 323,634  330,186  336,413  342,830  371,007  

 
⑦地域密着型 
特定施設入居者生活介護 

0  0  0  0  0  

 
⑧地域密着型介護老人福祉施設 
入所者生活介護 

269,952  270,102  270,102  296,916  327,070  

（３）施設サービス 664,056 664,425 664,425 734,027 792,522 

 ①介護老人福祉施設 411,866  412,095  412,095  455,464  493,369  

 ②介護老人保健施設 241,253  241,387  241,387  268,064  288,654  

 ③介護療養型医療施設 10,937  10,943  10,943    

 
④介護医療院 （2025・2040年度は 
介護療養型医療施設含む） 

0  0  0  10,499  10,499  

（４）居宅介護支援 132,838  136,295  140,254  139,031  150,927  

介護給付費計 3,162,319  3,215,306  3,283,833  3,366,065  3,651,107  

資料：地域包括ケア「見える化」システム将来推計 
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② 介護予防給付費の推計 

第８期、令和７（2025）年度及び令和22（2040）年度の介護予防給付費の推計

は、以下のとおりです。 

■ 介護予防給付費の推計 
単位：千円 

 R3年度 
（2021年度） 

R4年度 
（2022年度） 

R5年度 
（2023年度） 

R7年度 
(2025年度) 

R22年度 
（2040年度） 

（１）介護予防サービス 37,429 38,902 38,902 39,791 42,557 

 ①介護予防訪問入浴介護 0  0  0  0  0  

 ②介護予防訪問看護 8,964  9,465  9,465  9,465  10,299  

 ③介護予防訪問リハビリテーション 0  0  0  0  0  

 ④介護予防居宅療養管理指導 39  39  39  39  39  

 ⑤介護予防通所リハビリテーション 16,207  16,965  16,965  17,714  18,204  

 ⑥介護予防短期入所生活介護 121  121  121  121  121  

 ⑦介護予防短期入所療養介護 
（老健） 

80  80  80  80  80  

 ⑧介護予防短期入所療養介護 
（病院等） 

0  0  0  0  0  

 ⑨介護予防短期入所療養介護 
（介護医療院） 

0  0  0  0  0  

 ⑩介護予防福祉用具貸与 4,700  4,911  4,911  5,051  5,334  

 ⑪特定介護予防福祉用具購入費 257  257  257  257  257  

 ⑫介護予防住宅改修費 1,024  1,024  1,024  1,024  1,024  

 ⑬介護予防 
特定施設入居者生活介護 

6,037  6,040  6,040  6,040  7,199  

（２）地域密着型介護予防サービス 11,422 11,429 11,429 11,429 13,092 

 ①介護予防認知症対応型通所介護 0  0  0  0  0  

 
②介護予防小規模多機能型 
居宅介護 

9,978  9,984  9,984  9,984  11,647  

 
③介護予防認知症対応型 
共同生活介護 

1,444  1,445  1,445  1,445  1,445  

（３）介護予防支援 5,808  6,023  6,075  6,181  6,498  

介護予防給付費計 54,659  56,354  56,406  57,401  62,147  

資料：地域包括ケア「見える化」システム将来推計 

③ 総給付費の推計 

■ 総給付費の推計 

単位：千円 
 R3年度 

（2021年度） 
R4年度 

（2022年度） 
R5年度 

（2023年度） 
R7年度 

(2025年度) 
R22年度 

（2040年度） 

介護給付費計 3,162,319  3,215,306  3,283,833  3,366,065  3,651,107  

介護予防給付費計 54,659  56,354  56,406  57,401  62,147  

総給付費 3,216,978  3,271,660  3,340,239  3,423,466  3,713,254  

 第８期計画期間中の合計 9,828,877   

資料：地域包括ケア「見える化」システム将来推計 
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（２）標準給付費・地域支援事業費の見込み 

① 標準給付費の推計 

第８期の標準給付費見込額は、以下のとおりです。 

■ 標準給付費見込額 

単位：円 

 
R3年度 

（2021年度） 
R4年度 

（2022年度） 
R5年度 

（2023年度） 
第8期合計 

総給付費 ① 3,216,978,000  3,271,660,000  3,340,239,000  9,828,877,000  

特定入所者介護サービス費等
給付費（財政影響額調整後） 

② 86,841,039  82,726,520  84,491,572  254,059,131  

高額介護サービス費等給付費
（財政影響額調整後） 

③ 68,757,638  69,592,927  71,077,136  209,427,701  

高額医療合算介護サービス費
等給付費 

④ 8,652,285  8,830,143  9,018,464  26,500,892  

審査支払手数料 ⑤ 2,829,350  2,887,499  2,949,056  8,665,905  

標準給付費見込額計 
 ①＋②＋③＋④＋⑤ 

⑥ 3,384,058,312  3,435,697,089  3,507,775,228  10,327,530,629   

資料：地域包括ケア「見える化」システム将来推計 

※特定入所者介護サービス費等給付費 
介護施設での食費・居住費について、低所得者の負担上限額との差額を給付で補うための経費 

※高額介護サービス費等給付費 
介護サービスに対する自己負担が高額となった場合の負担軽減のための経費 

※高額医療合算介護サービス費等給付費 
医療と介護の両方を合わせた自己負担が高額となった場合の負担軽減のための経費 

※審査支払手数料 
国保連に委託している介護給付費請求書の審査及び支払事務の手数料 

② 地域支援事業費の推計 

第８期の地域支援事業費見込額は、以下のとおりです。 

■ 地域支援事業費の見込額 
単位：円 

 
R3年度 

（2021年度） 
R4年度 

（2022年度） 
R5年度 

（2023年度） 
第8期合計 

介護予防・日常生活支援総合
事業費 

⑦ 120,686,000  123,023,000  125,515,000  369,224,000  

包括的支援事業（地域包括支援
センターの運営）・任意事業費 

⑧ 69,268,000  69,757,000  70,256,000  209,281,000  

包括的支援事業費 
（社会保障充実分） 

⑨ 33,588,000  33,588,000  33,588,000  100,764,000  

地域支援事業費見込額計 
 ⑦＋⑧＋⑨ 

⑩ 223,542,000  226,368,000  229,359,000  679,269,000  

資料：地域包括ケア「見える化」システム将来推計 
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（３）第８期計画期間における介護保険料基準額 

① 第１号被保険者の介護保険料基準額の算出方法 

第１号被保険者の介護保険料基準額は、以下のとおりです。第８期の第１号被保険者

の月額保険料（基準額）は、以下の手順で算出します。 

■ 第１号被保険者の介護保険料試算 

 

標準給付費見込額計（第８期合計） 10,327,530,629 円 
 ＋  

地域支援事業費見込額計（第８期合計） 679,269,000 円 
 ＝  

介護保険総事業費見込額 11,006,799,629 円 
 ×  

第１号被保険者負担割合 23.0 ％ 
 ＝  

第１号被保険者負担分相当額 2,531,563,915 円 
 ＋  

調整交付金相当額 534,837,731 円 
 －  

調整交付金見込額 521,599,000 円 
 ＋  

財政安定化基金拠出金見込額 0 円 
 ＋  

財政安定化基金償還金 0 円 
 －  

準備基金取崩額 166,200,000 円 
 ＝  

保険料収納必要額 2,378,602,646 円 
 ÷  

予定保険料収納率 97.51 ％ 
 ÷  

所得段階別加入割合補正後第１号被保険者数※ 30,338 人 
 ＝  

介護保険料基準額（年額） 80,406 円 
 ÷  

12か月 12 ヶ月 
 ≒  

第８期介護保険料基準額（月額） 6,700 円 

 
※第１号被保険者保険料に不足を生じないよう、所得段階ごとに人数と保険料率を乗じた数の合計
（＝所得段階別加入割合補正後被保険者数）を被保険者数とみなして基準値を算定します。 

 

■ 介護保険料基準額の推移（見込み） 
単位：円 

 第８期 第９期 第14期 

第１号被保険者の介護保険料基準額（月額） 6,700 7,843 9,925 

資料：地域包括ケア「見える化」システム将来推計 
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② 第１号被保険者保険料（第８期）の設定 

第１号被保険者（65歳以上）の保険料は、所得段階に応じた額となります。この保

険料は、基準月額をもとに低所得者の負担が重くなり過ぎないように、所得に応じて14

段階に調整されます。 

■ 第１号被保険者の介護保険料（第８期） 
単位：円 

所得段階 調整率 
課税 

所得状況 月額保険料 年額保険料 
世帯 本人 

第１段階 
基準額の

30％ 
非
課
税 非

課
税 

生活保護受給者、 
課税年金収入＋所得合計80万円以下 

2,010 24,100 

第２段階 
基準額の

50％ 
課税年金収入＋合計所得80万円超～ 
120万円以下 

3,350 40,200 

第３段階 
基準額の

70％ 
課税年金収入＋合計所得120万円超 4,690 56,200 

第４段階 
基準額の

90％ 課
税 

課税年金収入＋合計所得が80万円以下 6,030 72,300 

第５段階 基準額 課税年金収入＋合計所得が80万円超 6,700 80,400 

第６段階 
基準額の
110％ 

課
税 

本人合計所得が40万円未満 7,370 88,400 

第７段階 
基準額の
120％ 

本人所得が40万円以上120万円未満 8,040 96,400 

第８段階 
基準額の
130％ 

本人所得が120万円以上210万円未満 8,710 104,500 

第９段階 
基準額の
150％ 

本人所得が210万円以上320万円未満 10,050 120,600 

第10段階 
基準額の
170％ 

本人所得が320万円以上400万円未満 11,390 136,600 

第11段階 
基準額の
180％ 

本人所得が400万円以上600万円未満 12,060 144,700 

第12段階 
基準額の
190％ 

本人所得が600万円以上800万円未満 12,730 152,700 

第13段階 
基準額の
200％ 

本人所得が800万円以上1,000万円未満 13,400 160,800 

第14段階 
基準額の
210％ 

本人所得が1,000万円以上 14,070 168,800 

※消費税引き上げにより、社会保障の充実に伴う介護保険法が改正され、住民税非課税世帯の保険料軽減強化が
行われています。 
保険料率は国・青森県・本市からそれぞれ公費を投入し、第１段階は45％から30％、第２段階は75％から50％、
第３段階は75％から70％に軽減します。 
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第５章 計画の推進 

１ 計画の運用に関するＰＤＣＡサイクルの推進 

高齢者の自立支援や重度化防止の取組を推進するためには、ＰＤＣＡ（Ｐlan[計画立案] 

Ｄo[実行] Ｃheck[評価] Ａction[改善]）サイクルを活用して本市の保険者機能の強化

を行います。そのため、平成29（2017）年の法改正を受け、地域課題を分析して地域の

実情に即して高齢者の自立支援や重度化防止の取組に関する目標を計画に記載し、目標に

対する実績評価と評価結果の公表を行います。また、実績の評価結果については県へ報告

することが義務化されました。 

■ ＰＤＣＡサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）保険者機能強化に向けた交付金に係る評価指標の活用 

平成29（2017）年の法改正により、地域包括ケアシステムを推進し制度の持続可能

性を維持するための保険者機能の強化を目的に、保険者が地域の課題を分析して自立支

援、重度化防止に取り組むことが制度化されました。 

これを受けて、平成30（2018）年度より市町村や都道府県の様々な取組の達成状況

を評価できるよう客観的な指標を設定し、高齢者の自立支援、重度化防止等に関する取

組を推進するための「保険者機能強化推進交付金」が創設されました。また、令和２

（2020）年度には、新たな予防・健康づくりに資する取組に重点化した「介護保険保

険者努力支援交付金」が創設されました。 

そのため、保険者機能強化推進交付金等を活用して、高齢者の自立支援・重度化防止

等に向けた必要な取組を進めるとともに、新たな事業への積極的な展開を含めて、各種

取組の一層の強化を図っていきます。 
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■ 保険者機能強化推進交付金等の評価結果（令和２（2020）年度） 
単位：項目、点 

評価指標の項目 項目数 配 点 
三沢市の
得点 

平均点 

青森県 全 国 

Ⅰ ＰＤＣＡサイクルの活用による保険者機
能の強化に向けた体制等の構築 

6 140 85 124.5 113.3 

Ⅱ 自立支援、重度化防止等に資する施策の
推進 

52 1,195 703 703.9 626.4 

 (1)介護支援専門員・介護サービス事業所等 5 80 33 35.0 30.4 

 (2)地域包括支援センター・地域ケア会議 9 195 115 136.3 116.8 

 (3)在宅医療・介護連携 6 90 90 82.0 71.8 

 (4)認知症総合支援 6 175 125 122.3 106.1 

 (5)介護予防／日常生活支援 17 450 223 213.2 187.4 

 (6)生活支援体制の整備 4 85 47 48.8 48.0 

 (7)要介護状態の維持・改善の状況等 5 120 70 66.4 66.0 

Ⅲ 介護保険運営の安定化に資する施策の 
推進 

18 240 143 97.1 101.3 

 (1)介護給付の適正化等 9 120 80 65.5 58.3 

 (2)介護人材の確保 9 120 63 31.6 43.0 

合    計 76 1,575 931 925.5 841.1 

資料：地域包括ケア「見える化」システム 

※平均点は小数点第２位を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。 

 

２ 計画の推進体制 

計画の推進体制については、介護保険事業運営協議会において、第８期の計画期間中に

定期的に会議を開催し、高齢者福祉計画並びに介護保険事業計画の進捗状況の把握・検証

を行い、計画を推進するとともに、新たに必要と考えられる施策があれば、関係機関・団

体等との協議・検討などを行い、高齢者福祉並びに介護保険事業の施策を推進します。 

 

３ 連携体制の強化 

高齢者福祉並びに介護保険事業を推進するにあたり、庁内の関係部課との連携を図るこ

とはもとより、保健・医療・福祉の各関係機関・団体との連携を図り、さらには老人クラ

ブ、町内会、ボランティア団体など、地域活動を行う団体との連携体制の強化を図ります。 
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資 料 編 

１ 三沢市 第５期介護給付適正化計画 

はじめに 

適正化事業については、都道府県が介護保険事業の健全かつ円滑な事業運営を図る為に

必要な助言・援助を行うべき立場にあることを踏まえ、これまで４期にわたり、都道府県

において介護給付適正化計画を策定し、都道府県と市町村が一体となって適正化に向けた

戦略的な取組を推進し、展開を図ってきました。 

平成29（2017）年には、地域ケアシステムの強化のための介護保険法の一部を改正す

る法律（平成29年法律第52号）により、介護保険法（平成９年法律第123号）の一部が

改正され、市町村介護保険事業計画には介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村

が取り組むべき施策に関する事項及びその目標を定めるものとされました。 

このため、本市といたしましては、国・県の指針を踏まえて、「第８期介護保険事業計

画」に定めた事項を推進するため「第５期介護給付適正化計画」を策定します。 

（１）計画の概要 

超高齢社会となり、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ、自

立した生活ができるように包括的に支援する基盤を整えていくとともに、保険料の上昇

の抑制にも引き続き配慮する必要があることから、介護給付の適正化の重要性はますま

す高まると考えられます。 

介護給付の適正化は、利用者に対する適切な介護サービスを確保するとともに、介護

給付費や介護保険料の増大を抑制することを通じて、持続可能な介護保険制度の構築に

資することを目的としています。 

（２）介護給付の適正化とは 

本計画でいう介護給付の適正化とは、介護給付を必要とする受給者を適切に認定した

上で、受給者が真に必要とする過不足のないサービスを、事業者がルールに従って適切

に提供するよう促すことであり、ひいては、利用者の自立支援に必要なサービスが的確

に給付されることに繋がるものです。 

（３）「第５期介護給付適正化計画」の期間 

「第５期介護給付適正化計画」の期間は、第８期介護保険事業計画の期間との整合性

を考慮し、令和３（2021）年度から令和５（2023）年度までの３ヶ年とします。 
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三沢市 青森県

（４）本市の状況 

① 総人口と第１号被保険者の推移 

本市の高齢化率（総人口に対する65歳以上の占める割合）は、県と比較すると低く

なっています。 

しかし、第１号被保険者数は平成30（2018）年度に10,000人を超え、その後も

徐々に増加している一方、総人口は減少傾向となっています。 

そのため、高齢化率が上昇し、特に後期高齢者（75歳以上の高齢者）の割合が一層

高くなっていくと推計されている点から、介護保険の要支援・要介護者数、介護給付費、

介護保険料等に及ぼす影響が深刻になると予測されます。 

■ 高齢化率（65歳以上の占める割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：住民基本台帳（各年９月30日現在） 

■ 総人口と第１号被保険者の推移 
単位：人 

 
H27年 

（2015年） 
H28年 

（2016年） 
H29年 

（2017年） 
H30年 

（2018年） 
R1年 

（2019年） 
R2年 

（2020年） 

三
沢
市 

総人口 41,050 40,503 40,166 39,979 39,783 39,248 

第1号被保険者 
（65歳以上） 

9,425 9,669 9,864 10,039 10,168 10,314 

青
森
県 

総人口 1,336,713 1,322,637 1,306,680 1,291,271 1,274,384  

第1号被保険者 
（65歳以上） 

397,736 403,323 409,333 413,829 417,098  

資料：三沢市は住民基本台帳（各年９月30日現在） 

青森県は介護保険の実態 
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② 要支援・要介護認定者数と認定率 

認定者数は、平成27（2015）年度をピークに減少傾向となっています。これは平

成26（2014）年より取り組んでいる適正化事業によるものが大きく、受給者からの

聞き取りや状況の把握が適切に行われた結果、未利用者が減少したものと思われます。 

認定率は今後、現状維持を目標としながらも、さらに受給者が真に必要とするサービ

スを提供できるよう努めます。 

■ 要支援・要介護認定者数と認定率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域包括ケア「見える化」システム 

③ 受給者１人あたりの給付月額の推移 

受給者１人あたりの給付月額は年々高くなり、平成27（2015）年の140,680円か

ら令和２（2020）年には158,752円となり、約18,000円増額しています。 

平成27（2015）年以降、全国・県を上回って推移し、令和２（2020）年には全国

より約28,000円、県より約13,000円高い状況です。 

受給者の自立支援の面に立ち、過度なサービス等が行われないよう、チェック体制を

強化していきます。 

■ 受給者１人あたりの給付月額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（2019、2020年度のみ「介護保険事業状況報告」月報） 

（2019年は2020年/2月サービス提供分まで、2020年は2020年/3月サービス提供分）  

1,829 1,761 1,742 1,770 1,714 1,665 
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（５）適正化主要５事業の課題と目標 

① 要介護認定の適正化 

◆ これまでの取組 

認定調査については、新規・区分変更と更新申請の一部について、認定調査専門員

（嘱託員４人）が実施をし、その他更新申請の一部について、業務委託契約を結んだ

事業所へ委託をしています。要介護認定有効期間延長により更新申請の件数が減った

ことに伴い、認定調査の大半を市職員が行い、年々業務委託件数は減少しています。 

認定調査票の確認と指導については、介護給付適正化事務専門員（嘱託員２人）が

行い、担当職員が適切に統括管理及び指導に努めています。 

また、委託している事業所に所属する調査員を対象とした適正化の説明会を、市独

自で年２回実施しているほか、年１回の県主催の認定調査員研修にも参加していただ

き、共通した判断基準により認定調査を実施すべく、様々な取組により認定調査の資

質の向上に努めています。 

◆ 課題と目標 

要介護認定調査は、申請者のサービス利用や保険給付総額に影響するため、公平公

正かつ適切な認定調査が求められます。他の市町村と差異のない認定調査を実施する

体制を整備するため、研修会の充実を図っていきます。また、県主催の研修に積極的

に参加することを促し、認定調査の資質の向上及び認定調査の平準化に努めます。 

■ 要介護認定の適正化 
単位：件 

指標 
実績 見込 計画 

H30年度 
(2018年度) 

R1年度 
(2019年度) 

R2年度 
(2020年度) 

R3年度 
(2021年度) 

R4年度 
(2022年度) 

R5年度 
(2023年度) 

嘱託調査員 

新規 425 391 407 408 408 408 

区変 107 116 140 168 202 242 

更新 632 632 480 358 269 202 

業務委託 更新 303 266 50 40 30 22 

② ケアプランの点検 

◆ これまでの取組 

ケアマネジメントは、高齢者の自立支援と利用者主体のサービス利用を基本理念に、

利用者等の状態を的確に把握し、個々の課題や状況に即して、サービスが総合的・一

体的に提供されるよう支援することが求められます。 

また、ケアプランは介護給付費と密接な関係があるため、過剰なサービスが盛り込

まれたケアプランの作成の防止が求められます。そのため「三沢市ケアプラン点検事

業実施要綱」に従い、基本となる事項を介護支援専門員等と確認しながら、利用者に見

合った適切な介護サービスを確保し、ケアマネジメント等の向上に取り組んでいきます。  
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◆ 課題と目標 

ケアプラン点検の対象とするケアプランを無作為に抽出し、介護支援専門員に対し

て内容のチェックと聞き取りを行っているが、今後は具体的な抽出方法をすることに

より、より専門的な指導等ができるようスキルアップを図っていきます。 

■ ケアプランの点検 
単位：人、件 

指標 
実績 見込 計画 

H30年度 
(2018年度) 

R1年度 
(2019年度) 

R2年度 
(2020年度) 

R3年度 
(2021年度) 

R4年度 
(2022年度) 

R5年度 
(2023年度) 

対象事業者数 7 7 7 7 7 7 

実施件数 170 120 150 240 240 240 

改善指示 14 14 16 25 25 25 

③ 住宅改修等の点検 

◆ これまでの取組 

住宅改修の点検は、理由書や見積書・写真等を確認し、事前審査と完了審査ともに

現地調査を行っております。利用者の身体の状態に見合った適切な工事への改善指導

を行います。 

福祉用具購入調査は、利用者に対するケアプランの点検をし、福祉用具購入の必要

性や利用状況等を確認します。また軽度者の福祉用具貸与についても、ケアプランの

点検及び主治医からの意見書等を確認し、必要性があるか確認します。 

◆ 課題と目標 

住宅改修の点検については、今後においても全件の現地調査を行います。福祉用具

の調査については、書類点検のみではなく、実際の利用状況を現地で確認する件数を

増やしていきます。 

■ 住宅改修の点検 
単位：件 

指標 
実績 見込 計画 

H30年度 
(2018年度) 

R1年度 
(2019年度) 

R2年度 
(2020年度) 

R3年度 
(2021年度) 

R4年度 
(2022年度) 

R5年度 
(2023年度) 

住宅改修件数 31 26 25 27 29 31 

 

■ 福祉用具購入の点検 
単位：件 

指標 
実績 見込 計画 

H30年度 
(2018年度) 

R1年度 
(2019年度) 

R2年度 
(2020年度) 

R3年度 
(2021年度) 

R4年度 
(2022年度) 

R5年度 
(2023年度) 

購入件数 58 83 87 90 93 96 

貸与件数 6,235 6,311 6,374 6,437 6,501 6,566 
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④ 縦覧点検・医療情報との突合 

◆ これまでの取組 

縦覧点検・医療情報との突合の事務は国保連へ業務委託しており、提供される情報

をもとに介護報酬の不適正・不正な請求を発見し、給付の適正化を図っております。

その際、必要に応じて介護報酬の返還を求める場合があります。 

◆ 課題と目標 

今後も国保連と業務委託を継続し、今まで着手できなかった別の提供データも活用

することにより、提供されたサービスの整合性の点検を行います。国保連の主催する

適正化研修に積極的に参加し、データの活用方法を習得します。 

■ 縦覧点検・医療情報との突合 
単位：件 

指標 
実績 見込 計画 

H30年度 
(2018年度) 

R1年度 
(2019年度) 

R2年度 
(2020年度) 

R3年度 
(2021年度) 

R4年度 
(2022年度) 

R5年度 
(2023年度) 

縦覧点検過誤件数 19 4 20 20 20 20 

医療費突合過誤件数 2 1 5 5 5 5 

⑤ 介護給付費通知 

◆ これまでの取組 

サービスの適切な利用、給付費の適正化に向けて、３ヶ月分の利用状況を年４回通

知しています。利用したサービスを本人又は家族等が確認することにより、必要なサ

ービスなのか過剰なサービスなのかを認識し、給付適正の効果を上げていきます。 

◆ 課題と目標 

これまでと同様に通知を行っていきます。送付頻度やレイアウトなどを見直すこと

も視野にいれ、利用者の理解を求めやすい工夫をするなど、効果が上がる実施方法を

検討していきます。 

■ 介護給付費通知 
単位：件 

指標 
実績 見込 計画 

H30年度 
(2018年度) 

R1年度 
(2019年度) 

R2年度 
(2020年度) 

R3年度 
(2021年度) 

R4年度 
(2022年度) 

R5年度 
(2023年度) 

通知件数 5,968 6,291 5,544 5,433 5,324 5,217 
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２ 三沢市介護保険事業運営協議会 委員名簿 
（敬称略・順不同） 

 区分 氏名 機関・団体名 

１ 

医療・保健関係者 

福田 敦 三沢地区医師会 

２ 山木 昭秀 三沢市歯科医師会 

３ 伊藤 博次 青森県薬剤師会 上十三支部 

４ 吹越 幸子 青森県看護協会 上十三支部 

５ 千葉 和子 三沢市保健協力会 

６ 
老人福祉関係者 

齊藤 淳 上十三地区老人福祉協会 

７ 今野 大 三沢市ケアマネジャー連絡協議会 

８ 

被保険者代表 

大森 和子 三沢市老人クラブ連合会 

９ 沼田 弘子 三沢市日本赤十字奉仕団 

10 坂本 幸子 三沢市連合婦人会 

11 武藤 一子 三沢市食生活改善推進委員会 

12 
権利擁護・ 
相談事業等関係者 

黒田 進二 社会福祉法人 三沢市社会福祉協議会 

13 伊澤 タネ 三沢市民生委員児童委員協議会 

※任期：令和元（2019）年10月１日～令和４（2022）年９月30日 
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３ 三沢市介護保険事業運営協議会設置規則 

（平成24年３月９日） 

（趣旨） 
第１条 この規則は、三沢市介護保険条例（平成12年三沢市条例第23号。以下「条例」
という。）第16条の規定に基づき、三沢市介護保険事業運営協議会（以下「協議会」
という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 
第２条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。 

(1) 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定及び推進に関すること。 
(2) 地域包括支援センターの設置、運営及び評価に関すること。 
(3) 地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスに関すること。 
(4) その他介護保険事業を適正かつ円滑に推進するために必要な事項に関する

こと。 

（組織） 
第３条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 介護保険の被保険者及び利用者 
(2) 老人福祉関係者 
(3) 医療及び保健に係る職能団体の関係者 
(4) 介護保険以外の社会福祉活動の推進及び地域における権利擁護、相談事業等

を行う団体の関係者 
(5) 地域における相談、援助活動及び関係機関との連絡調整を行う団体の関係者 
(6) その他市長が必要と認める者 

（委員の任期） 
第４条 委員の任期は、３年とし、再任を妨げない。 
２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 
第５条 運営協議会に会長及び副会長を置く。 
２ 会長は、委員の互選によりこれを定める。 
３ 副会長は、会長が委員の中から指名する。 
４ 会長は、協議会を代表し、会務を掌理する。 
５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、そ 
 の職務を代理する。 

（会議） 
第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。 
２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開催することができない。 
３ 委員は、利害の関係する案件について協議する会議に出席することができない。 
４ 会長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を 
 聴くことができる。 
５ 会議の議事は、出席した委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決 
 するところによる。 

（事務局） 
第７条 協議会の事務局は、福祉部介護福祉課に置く。 

（その他） 
第８条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に
定める。 
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附 則 

（施行期日） 
１ この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この規則の施行の際現に三沢市介護保険事業運営協議会設置要綱（平成21年２月
６日制定）第３条の規定により委嘱された三沢市介護保険事業運営協議会委員であ
る者は、この規則の施行の日に第３条の規定により三沢市介護保険事業運営協議会
委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみ
なされる者の任期は、第４条の規定に関わらず、平成25年９月30日までとする。 
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